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笠松町の新名物　笠松隕石最中誕生 

Town Topics  まちの話題 

令和2年度の決算状況をお知らせします 

Information Box 町からのお知らせ 

　10月から販売を開始した「笠松隕石最中」を作る笠松
菓子組合の皆さん。最中に詰めているあんこは、共通の
レシピを元に組合の各店舗で作られています。 
　販売開始前のこの日は本町通りの伊住屋本店に集まり、
新聞の取材やお菓子の宣伝会議がにぎやかに行われて
いました。（関連記事2ページ） 
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「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 
□問企画課　蕁388‐1113

今月の笠松っ子です。すくすく大きくな～れ！ 

ん ち こ に は 

応募対象　令和3年1月生まれの赤ちゃん　　応募期限　11月30日（火） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください 

お誕生日おめでとう螢 
笑顔いっぱいの伊吹が大好きだよ！ 
お兄ちゃんとたくさん遊んで、元気に
大きくなってね。 

令和2年11月12日生 
木村之信・奈美さんの子 

木村 伊吹 
き むら い ぶき 

（円城寺） 
くん 

お　断　り 

　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、本紙掲載の
行事や事業を中止する可能
性があります。町ホームペー
ジにて最新の情報を掲載し
ていますので、お出かけの際
は事前にご確認ください。 
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岐阜スゥープス応援！ 
B3リーグ特別観戦 

ご招待 

直近の試合日程 
11月27日（土）／28日（日） 
vs山口ペイトリオッツ 

（OKBぎふ清流アリーナ） 
12月4日（土）／5日（日） 
vsベルテックス静岡 

（OKBぎふ清流アリーナ） 

2021-22シーズン中に 
ホームゲームの試合で利用 
できるチケット（2階自由席）を 
抽選でペア2組にプレゼント！ 

申込期限：11月15日（月） 
▼応募はこちらから 

コロナに負けるな！ 

3小学校で運動会が開催されました!3小学校で運動会が開催されました!
　10月1日、町内3小学校で運動会が開催され、はじ
ける笑顔の子どもたちの姿が見られました。 
　松枝小学校では「学年ごとに時間を区切り順番
に運動場に出て競技を行う」「競技する時以外はマ
スクを着用する」「保護者の観覧はオンライン参観の
みとする」など学校・児童・保護者が一丸となってコ
ロナ対策を行い、無事に開催すること 
ができました。 

校舎の窓に掲げられた「最後まで全力！心を一つ
にもえあがれ　まつっ子！」のスローガンのもと、
元気に演技を行う松枝小学校の子どもたち 

Hello!

誕生!誕生!

令和3年11月号 
第1134号 24
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チョイソコカラタン笠松エリア出発式 

　笠松中学校3年生の今尾優さんが、日本将棋
連盟のプロ棋士養成機関である奨励会の入会
試験を受け、見事合格されました。 
　今尾さんは「21歳までに初段になりたい」と今
後の抱負を述べました。今後は月に2回、関西将
棋会館で対局を行い、プロ棋士を目指します。 

　笠松町にかつて隕石が落下したことをご存じですか？ 
　昭和13年3月31日、新町の箕浦邸に、屋根瓦を突き破ってひとつの隕
石が落下しました。その石は「笠松隕石」と名付けられ、箕浦家によって
長年大切に保管されてきました。 

　そして月日は流れてこの令和に・・・笠松隕石を
モチーフにした和菓子「笠松隕石最中」が誕生
しました。おやつにも、大切な方へのお土産にも、
ぜひご賞味ください。 

　笠松隕石最中は、「笠松菓子組合」に所
属する7店舗のお菓子屋が開発。約一年の
月日をかけて試行錯誤を重ね、商品化に至り
ました。 
　特徴的な黒色の最中の再現には竹炭を使
用。従来の最中とは味が異なるため、調整に
苦労したとか。コロンとした四角い最中の中に
は、自慢のあんこがぎっしりとつまっており、食
べやすい一口サイズ。パッケージは隕石の火
球をイメージした赤色で作られ、隕石のイメー
ジと味の追求にこだわった一品です。 

笠松中学校3年生今尾 優さんが 
奨励会に合格されました 

　今年度、満100歳を迎えられる5人の方に古田町長が内閣総理大臣からの祝賀状と銀杯を伝達し、
長寿をお祝いしました。（敬称略） 
　松原 はるゑ　竹市 英子　伊藤 芳子　堀 トシ子　巖田 茂子 

内閣総理大臣から長寿の祝賀状と銀杯 

　「歯の健康優良児」の表彰などが各学校で行われ、次の皆さんが受賞されました。（敬称略） 
〈歯の健康優良児〉 
笠松小学校 青井 紗徠 川瀬 未驩 加藤 崇倖 富増 優季 
松枝小学校 後藤 愛音 後藤 寧  々 赤塚 瑛佑 大谷 春 
下羽栗小学校 家島 蒼依 岸 桃花 古川 治太郎 堀江 倖矢 
〈歯の衛生図画・ポスター優秀作品〉 
笠松小学校 鈴木 優人 村山 繋拓 鷲見 知紗希 
松枝小学校 伊藤 壮祐 波谷 宗典 川口 漣心 
下羽栗小学校 河田 敬太 中林 椛果 松原 壮佑 
〈歯と口の健康啓発標語優秀作品〉 
笠松小学校 佐藤 ちひろ 小見山 ひかり 園部 陽葵 川瀬 未驩 服部 茉胡 奥田 みなみ 
松枝小学校 小倉 敦輝 栗本 紗侑 後藤 陽依 足立 大翔 岩田 のぶ葉 松葉 夏季 
 横井 希星 堀内 梨世 小林 世怜 
下羽栗小学校 小野木 彩乃 闍島 理来 福闢 愛莉 川口 莉子 日置 心陽  谷 実優 
 古畑 実優 岩倉 愛琉 澤田 ここな 鈴木 惇一郎 
 
　はつらつ高齢者よい歯のコンクールで、次の皆さんが受賞されました。（当町関係分　敬称略） 
〈はつらつ高齢者よい歯のコンクール〉 
優秀賞 青井 元保（下本町）　吉田 巖（長池）　林 一年（北及）　奥村 哲郎（長池） 

歯と口の健康に関する表彰が行われました 

笠松町の新名物 

笠松隕石最中 誕生 

開発小話～職人たちのこだわり～ 

笠松隕石 
〈町指定文化財（天然記念物）〉 笠松隕石最中10個入り　880円（税込） 

笠松菓子組合の皆さん 

笠松隕石最中のほかに、各店舗が隕石モチーフのオリジナルスイーツを開発！ 
黒い不思議な見た目のスイーツたちの味は、食べてのお楽しみです。 

番号 商品名／1個の値段（税込） 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

隕石ミルクまんじゅう／170円 
隕石あげまんじゅう／150円 
隕石クッキーまんじゅう／160円 
隕石せんべい／160円（1袋40g） 
隕石竹炭ホイル焼き／160円 
隕石どらやき「炭どら」／180円 
隕石シュークリーム／270円 

店名 
餅和菓子処 いなみ 
伊住屋本店 
パティスリー小菊 
松栄堂本舗 
御菓子司 梅乃井 
御菓子司 小梅 
菓子工房 さっちん 

住所 
笠松町下本町58 
笠松町下本町14 
笠松町八幡町64 
笠松町美笠通3‐24 
笠松町西金池町11 
笠松町長池287 
岐阜市柳津町東塚4‐10

電話番号 
387‐4839 
387‐3071 
387‐2684 
387‐2921 
387‐0236 
388‐0651 
388‐1234

定休日 
月曜日 
月曜日 
月曜日 
月曜日 
月曜日 
火曜日 

火・水曜日・月末の土・日曜日 

販売店情報　笠松隕石最中は1～6番のお店で購入できます 

ご利用方法は　 
こちらから蜷 

好きな駒 
「と金」 
好きな棋士 

「藤井猛九段」 

　広報9月号・10月号でご紹介しました「チョイソ
コカラタン」笠松エリアの運行が10月1日より始まり
ました。運行開始にあたり出発式が開催され、テ
ープカットが行われたあと、関係者を乗せて出発
しました。 
　詳しいご利用方法は、
QRコードからご覧ください。 

����������
まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和3年11月号 
第1134号 2 令和3年11月号 

第1134号 3
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　皆さんから納めていただいた税金、保険料などは、町の一般会計・特別会計の財源の一部となり、
町の行財政運営に使われました。歳入は99億1,747万円で、前年度と比較して27億8,911万円（39.1%）
増加、歳出は94億1,629万円で、前年度と比較して26億4,130万円（39.0%）増加しました。この大幅
な増加要因は、特別定額給付金事業や新型コロナウイルス対策事業などの増加によるもので、これら
の財源は全て国庫支出金となっています（※）。詳しい決算状況は次のとおりです。 

決算状況をお知らせします 

歳入 
99億1,747万円 

歳出 
94億1,629万円 

翌年度繰越財源 
8,050万円 

実質収支 
4億2,068万円 － － ＝ 

★実質単年度収支（繰越金や基金の出し入れを除き純粋に1年間で出入りしたお金の差） 
 …490万円の赤字 

町税の内訳 

固定資産税 
町民税（個人） 
町たばこ税 
町民税（法人） 
軽自動車税 

12億9,895万円 
12億3,936万円 
1億2,295万円 
1億2,140万円 
5,421万円 

■A）町税　28億3,687万円 
住民税、固定資産税など皆さん
から納めていただいたお金 

■B）繰入金　2億8,290万円 
基金などからの繰入金 

■f）土木費　5億632万円 
道路、橋梁、河川、都市計画など
の費用 
公園等管理事業 5,421万円 
道路修繕事業 3,816万円 
排水路改良事業 2,671万円 

■g）消防費　3億7,058万円 
消防や水防などの費用 
常備消防事務事業 3億4,356万円 

■h）その他　3億6,782万円 
議会、農業振興、商工業振興などの費用 
※新型コロナウイルス感染症 
　対策事業者支援事業 4,186万円 
商工業団体支援事業 1,753万円 
かんがい排水事業負担金 916万円 

■C）その他自主財源　7億7,821万円 
公共施設の使用料、各種証明書交付手数
料や寄附金も含まれます 

■D）国県支出金　39億5,426万円 
国県から補助、負担されるお金 
○国庫支出金 
　※特別定額給付金関連補助金  
 22億2,765万円 
　※新型コロナウイルス感染症対応 
　　地方創生臨時交付金 2億6,377万円 
　　児童手当負担金 2億4,366万円 
　　保育給付費負担金 1億6,280万円 
○県支出金 
　　障害者自立支援給付費負担金 1億239万円 
　　保険基盤安定負担金 9,985万円 
　　保育給付費負担金 6,970万円 
　　重度心身障害者医療費補助金 5,099万円 

■E）地方交付税　10億9,329万円 
町の規模に応じて、標準的な財政運営が
できるよう国から交付されるお金 

■F）町債　3億3,932万円 
建設工事など金額の大きな事業を行う
ために借り入れをしたお金 

■G）その他依存財源　6億3,262万円 
国に納めた税金から一定のルールで交付
されるお金 

A）28.6% 

B）2.9% 

C）7.8% 

D）39.9% 

E）11.0% 

F）3.4% 

G）6.4%

a）33.4% 

b）26.1% 

c）11.2% 

d）10.4% 

e）5.7% 

f）5.4% 

g）3.9% 

h）3.9%

依存財源 

自主財源 

歳入 
（収入） 

99億1,747万円 

歳出 
（支出） 

94億1,629万円 

町が自ら基準を定め、徴収・収納できる
お金 
（町が自立し、安定した行政活動を進め
るためには自主財源の増加が望まれます） 

自主財源 ？ 

国や県の基準に基づき、交付されるお金 
（使い道が特定されているものが多く、
自由に使うことができません） 

依存財源 ？ 

■a）総務費　31億4,751万円 
一般事務管理、庁舎等管理、公共施設巡回町民バ
ス運行、徴税、戸籍住民基本台帳、町内会助成な
どの費用 
※特別定額給付金事業 22億2,765万円 
かさまつ応援事業 9,274万円 
※新型コロナウイルス対策事業 6,600万円 
（総務費以外の予算科目においても、国庫支出金を活
用し、様々な新型コロナウイルス対策事業を行いました） 

■b）民生費　24億5,535万円 
社会福祉、障害者福祉、福祉医療、児童手当、 
保育所、子育て支援などの費用 
障害者自立支援給付事業 4億1,148万円 
施設型給付（保育）事業 3億5,380万円 
児童手当等支給事業 3億4,980万円 
重度心身障害者医療費助成事業 9,863万円 

■c）教育費　10億5,792万円 
小学校、中学校、学校給食センター、社会教育、
保健体育などの費用 
情報教育ネットワーク事業 1億8,920万円 
教育委員会運営事業 1億34万円 
センター運営事業 8,526万円 

■d）衛生費　9億7,421万円 
保健衛生、ごみ処理などの費用 
ごみ収集・処分事業 5億8,749万円 
予防接種事業 6,443万円 
し尿（浄化）処分事業 5,256万円 

■e）公債費　5億3,658万円 
国や銀行からの借り入れに対する
返済金 

２ 令和 年度 

一 
般
会
計 

？ 

？ 

令和3年11月号 
第1134号 4 令和3年11月号 

第1134号 5
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　皆さんから納めていただいた税金、保険料などは、町の一般会計・特別会計の財源の一部となり、
町の行財政運営に使われました。歳入は99億1,747万円で、前年度と比較して27億8,911万円（39.1%）
増加、歳出は94億1,629万円で、前年度と比較して26億4,130万円（39.0%）増加しました。この大幅
な増加要因は、特別定額給付金事業や新型コロナウイルス対策事業などの増加によるもので、これら
の財源は全て国庫支出金となっています（※）。詳しい決算状況は次のとおりです。 

決算状況をお知らせします 

歳入 
99億1,747万円 

歳出 
94億1,629万円 

翌年度繰越財源 
8,050万円 

実質収支 
4億2,068万円 － － ＝ 

★実質単年度収支（繰越金や基金の出し入れを除き純粋に1年間で出入りしたお金の差） 
 …490万円の赤字 

町税の内訳 

固定資産税 
町民税（個人） 
町たばこ税 
町民税（法人） 
軽自動車税 

12億9,895万円 
12億3,936万円 
1億2,295万円 
1億2,140万円 
5,421万円 

■A）町税　28億3,687万円 
住民税、固定資産税など皆さん
から納めていただいたお金 

■B）繰入金　2億8,290万円 
基金などからの繰入金 

■f）土木費　5億632万円 
道路、橋梁、河川、都市計画など
の費用 
公園等管理事業 5,421万円 
道路修繕事業 3,816万円 
排水路改良事業 2,671万円 

■g）消防費　3億7,058万円 
消防や水防などの費用 
常備消防事務事業 3億4,356万円 

■h）その他　3億6,782万円 
議会、農業振興、商工業振興などの費用 
※新型コロナウイルス感染症 
　対策事業者支援事業 4,186万円 
商工業団体支援事業 1,753万円 
かんがい排水事業負担金 916万円 

■C）その他自主財源　7億7,821万円 
公共施設の使用料、各種証明書交付手数
料や寄附金も含まれます 

■D）国県支出金　39億5,426万円 
国県から補助、負担されるお金 
○国庫支出金 
　※特別定額給付金関連補助金  
 22億2,765万円 
　※新型コロナウイルス感染症対応 
　　地方創生臨時交付金 2億6,377万円 
　　児童手当負担金 2億4,366万円 
　　保育給付費負担金 1億6,280万円 
○県支出金 
　　障害者自立支援給付費負担金 1億239万円 
　　保険基盤安定負担金 9,985万円 
　　保育給付費負担金 6,970万円 
　　重度心身障害者医療費補助金 5,099万円 

■E）地方交付税　10億9,329万円 
町の規模に応じて、標準的な財政運営が
できるよう国から交付されるお金 

■F）町債　3億3,932万円 
建設工事など金額の大きな事業を行う
ために借り入れをしたお金 

■G）その他依存財源　6億3,262万円 
国に納めた税金から一定のルールで交付
されるお金 

A）28.6% 

B）2.9% 

C）7.8% 

D）39.9% 

E）11.0% 

F）3.4% 

G）6.4%

a）33.4% 

b）26.1% 

c）11.2% 

d）10.4% 

e）5.7% 

f）5.4% 

g）3.9% 

h）3.9%

依存財源 

自主財源 

歳入 
（収入） 

99億1,747万円 

歳出 
（支出） 

94億1,629万円 

町が自ら基準を定め、徴収・収納できる
お金 
（町が自立し、安定した行政活動を進め
るためには自主財源の増加が望まれます） 

自主財源 ？ 

国や県の基準に基づき、交付されるお金 
（使い道が特定されているものが多く、
自由に使うことができません） 

依存財源 ？ 

■a）総務費　31億4,751万円 
一般事務管理、庁舎等管理、公共施設巡回町民バ
ス運行、徴税、戸籍住民基本台帳、町内会助成な
どの費用 
※特別定額給付金事業 22億2,765万円 
かさまつ応援事業 9,274万円 
※新型コロナウイルス対策事業 6,600万円 
（総務費以外の予算科目においても、国庫支出金を活
用し、様々な新型コロナウイルス対策事業を行いました） 

■b）民生費　24億5,535万円 
社会福祉、障害者福祉、福祉医療、児童手当、 
保育所、子育て支援などの費用 
障害者自立支援給付事業 4億1,148万円 
施設型給付（保育）事業 3億5,380万円 
児童手当等支給事業 3億4,980万円 
重度心身障害者医療費助成事業 9,863万円 

■c）教育費　10億5,792万円 
小学校、中学校、学校給食センター、社会教育、
保健体育などの費用 
情報教育ネットワーク事業 1億8,920万円 
教育委員会運営事業 1億34万円 
センター運営事業 8,526万円 

■d）衛生費　9億7,421万円 
保健衛生、ごみ処理などの費用 
ごみ収集・処分事業 5億8,749万円 
予防接種事業 6,443万円 
し尿（浄化）処分事業 5,256万円 

■e）公債費　5億3,658万円 
国や銀行からの借り入れに対する
返済金 

２ 令和 年度 

一 

般
会
計 

？ 
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令和２年度 

■国民健康保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

21億 
2,349万円 

国民健康保険税 4億4,899万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計から
の繰入金でまかなわれています。 

療養給付費・療養費 12億1,971万円 
・医療費（被保険者）一人あたり約28万円 

20億 
8,748万円 

■後期高齢者医療特別会計 

歳
入 

歳
出 

3億 
2,453万円 

後期高齢者医療保険料 2億3,245万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、一般会計からの繰入金でまかなわれ
ています。 

後期高齢者医療広域連合納付金 
 3億50万円 
岐阜県後期高齢者医療広域連合が保険料
の決定や医療の給付などの事務処理を行
っています。 

3億 
1,788万円 

■介護保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

19億 
1,793万円 

介護保険料 4億1,383万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計から
の繰入金でまかなわれています。 

介護給付費 16億3,746万円 
・介護サービス利用（保険者負担分） 
他に、介護予防事業などに使うお金として
支出されます。 

18億 
3,567万円 

特 別会計 

基 金と町債 

■財政健全化判断比率 

財 政健全化比率の公表 

一般会計とは切り離して、同じ目的で行う事業をひとまとめに扱う会計です。 
笠松町には次の3つの特別会計があります。 

・財政調整基金 6億1,755万円 
・特定目的基金 6億5,623万円 

 12億7,378万円 

・町民一人あたりに換算すると… 5.8万円 

■基金現在高状況　～町の貯蓄はどのくらい？～ 

・一般会計債 26億8,600万円 
・臨時財政対策債 40億8,859万円 

 67億7,459万円 

・町民一人あたりに換算すると… 30.7万円 

■町債現在高状況　～町の借金はどのくらい？～ 

地方交付税として算定されるべき額の一部をいったん地方
自治体で借りているお金で、返済金額相当分は返済する年
度の地方交付税に上乗せされています。 
※町民一人あたりは、令和3年3月31日現在の人口22,061人で計算
しています。 

臨時財政対策債とは ？ 
財源が不足する場合や災害などの緊急事態に備えて貯め
ておくお金 

財政調整基金とは ？ 

福祉や教育、インフラ整備など特定の目的のために使われ
るお金 

特定目的基金とは ？ 

　地方公共団体の財政の健全性は次の4つの指標で判断されます。それぞれ、「健全段階」「早期健全化段階」
「財政再生段階」の3つの段階に区分され、4つの指標のうち1つでも「早期健全化段階」の基準値以上になった場
合は、法律で定められた計画に沿って財政健全化を図ることとなります。 

①実質赤字比率：一般会計などの赤字の程度を示します。笠松町は黒字のため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

0%（笠松町） 15% 20%

■資金不足比率 

　公営企業（笠松町の場合は水道事業・下水道事業が該当）の資金不足額が、事業規模に対してどの程度の割
合かを表わす指標です。笠松町は両事業とも不足額が発生していないため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 

0%（笠松町） 20%

②連結実質赤字比率：一般会計や特別会計、企業会計などすべての会計を合算して、町全体の赤字の程度を示します。 
笠松町は黒字のため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

0%（笠松町） 20% 30%

③実質公債費比率：借入金の返済額などの大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。笠松町は早期健全化基準を下回ってお
り、前年度と比較すると0.4%減少しています。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

6.0%（笠松町） 25%0% 35%

④将来負担比率：借入金など、将来支払っていく可能性のある負担の大きさを現時点で指標化し、将来の財政運営を圧迫する可能性の
高さを示します。笠松町は早期健全化基準を大きく下回っており、前年度と比較すると14.0%減少しています。 

★ 早期健全化段階 

67.5%（笠松町） 350%0%

町民一人あたりの収入額 

国庫支出金 
町税 
地方交付税 
県支出金 
地方消費税交付金 
繰越金 
町債 
繰入金 
使用料及び手数料 
その他 
合計 

153,870円 
128,592円 
49,558円 
25,372円 
22,319円 
16,018円 
15,381円 
12,824円 
6,065円 
19,549円 
449,548円 

町民一人あたりの支出額 

総務費 
民生費 
教育費 
衛生費 
公債費 
土木費 
消防費 
諸支出金 
商工費 
その他 
合計 

142,673円 
111,298円 
47,954円 
44,160円 
24,322円 
22,951円 
16,798円 
7,989円 
3,461円 
5,224円 

426,830円 

支出が義務付けられ、
簡単に削減することが
できないお金 

義務的経費 ？ 

■町民一人あたりの収入額・支出額 

■歳出の性質別内訳 

歳出の 
性質別内訳 

（支出） 
94億1,629万円 

補助費等（36.6%） 
34億4,118万円 

物件費（17.5%） 
16億4,931万円 

繰出金（7.9%） 
7億4,211万円 

普通建設事業費（2.9%） 
 2億7,524万円 

その他（3.6%） 3億4,023万円 

扶助費（15.8%） 14億8,923万円 

人件費（10.0%） 9億4,241万円 

公債費（5.7%） 5億3,658万円 

義務的経費 
（31.5%） 

？ 

令和3年11月号 
第1134号 6 令和3年11月号 

第1134号 7
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令和２年度 

■国民健康保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

21億 
2,349万円 

国民健康保険税 4億4,899万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計から
の繰入金でまかなわれています。 

療養給付費・療養費 12億1,971万円 
・医療費（被保険者）一人あたり約28万円 

20億 
8,748万円 

■後期高齢者医療特別会計 

歳
入 

歳
出 

3億 
2,453万円 

後期高齢者医療保険料 2億3,245万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、一般会計からの繰入金でまかなわれ
ています。 

後期高齢者医療広域連合納付金 
 3億50万円 
岐阜県後期高齢者医療広域連合が保険料
の決定や医療の給付などの事務処理を行
っています。 

3億 
1,788万円 

■介護保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

19億 
1,793万円 

介護保険料 4億1,383万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計から
の繰入金でまかなわれています。 

介護給付費 16億3,746万円 
・介護サービス利用（保険者負担分） 
他に、介護予防事業などに使うお金として
支出されます。 

18億 
3,567万円 

特 別会計 

基 金と町債 

■財政健全化判断比率 

財 政健全化比率の公表 

一般会計とは切り離して、同じ目的で行う事業をひとまとめに扱う会計です。 
笠松町には次の3つの特別会計があります。 

・財政調整基金 6億1,755万円 
・特定目的基金 6億5,623万円 

 12億7,378万円 

・町民一人あたりに換算すると… 5.8万円 

■基金現在高状況　～町の貯蓄はどのくらい？～ 

・一般会計債 26億8,600万円 
・臨時財政対策債 40億8,859万円 

 67億7,459万円 

・町民一人あたりに換算すると… 30.7万円 

■町債現在高状況　～町の借金はどのくらい？～ 

地方交付税として算定されるべき額の一部をいったん地方
自治体で借りているお金で、返済金額相当分は返済する年
度の地方交付税に上乗せされています。 
※町民一人あたりは、令和3年3月31日現在の人口22,061人で計算
しています。 

臨時財政対策債とは ？ 
財源が不足する場合や災害などの緊急事態に備えて貯め
ておくお金 

財政調整基金とは ？ 

福祉や教育、インフラ整備など特定の目的のために使われ
るお金 

特定目的基金とは ？ 

　地方公共団体の財政の健全性は次の4つの指標で判断されます。それぞれ、「健全段階」「早期健全化段階」
「財政再生段階」の3つの段階に区分され、4つの指標のうち1つでも「早期健全化段階」の基準値以上になった場
合は、法律で定められた計画に沿って財政健全化を図ることとなります。 

①実質赤字比率：一般会計などの赤字の程度を示します。笠松町は黒字のため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

0%（笠松町） 15% 20%

■資金不足比率 

　公営企業（笠松町の場合は水道事業・下水道事業が該当）の資金不足額が、事業規模に対してどの程度の割
合かを表わす指標です。笠松町は両事業とも不足額が発生していないため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 

0%（笠松町） 20%

②連結実質赤字比率：一般会計や特別会計、企業会計などすべての会計を合算して、町全体の赤字の程度を示します。 
笠松町は黒字のため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

0%（笠松町） 20% 30%

③実質公債費比率：借入金の返済額などの大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。笠松町は早期健全化基準を下回ってお
り、前年度と比較すると0.4%減少しています。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

6.0%（笠松町） 25%0% 35%

④将来負担比率：借入金など、将来支払っていく可能性のある負担の大きさを現時点で指標化し、将来の財政運営を圧迫する可能性の
高さを示します。笠松町は早期健全化基準を大きく下回っており、前年度と比較すると14.0%減少しています。 

★ 早期健全化段階 

67.5%（笠松町） 350%0%

町民一人あたりの収入額 

国庫支出金 
町税 
地方交付税 
県支出金 
地方消費税交付金 
繰越金 
町債 
繰入金 
使用料及び手数料 
その他 
合計 

153,870円 
128,592円 
49,558円 
25,372円 
22,319円 
16,018円 
15,381円 
12,824円 
6,065円 
19,549円 
449,548円 

町民一人あたりの支出額 

総務費 
民生費 
教育費 
衛生費 
公債費 
土木費 
消防費 
諸支出金 
商工費 
その他 
合計 

142,673円 
111,298円 
47,954円 
44,160円 
24,322円 
22,951円 
16,798円 
7,989円 
3,461円 
5,224円 

426,830円 

支出が義務付けられ、
簡単に削減することが
できないお金 

義務的経費 ？ 

■町民一人あたりの収入額・支出額 

■歳出の性質別内訳 

歳出の 
性質別内訳 

（支出） 
94億1,629万円 

補助費等（36.6%） 
34億4,118万円 

物件費（17.5%） 
16億4,931万円 

繰出金（7.9%） 
7億4,211万円 

普通建設事業費（2.9%） 
 2億7,524万円 

その他（3.6%） 3億4,023万円 

扶助費（15.8%） 14億8,923万円 

人件費（10.0%） 9億4,241万円 

公債費（5.7%） 5億3,658万円 

義務的経費 
（31.5%） 

？ 

令和3年11月号 
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企業債（水道事業の借金） 　9億353万円（令和3年3月31日現在） 

その他の収入（35.4%） 
8,618万円 

工事負担金（9.7%） 
4,295万円 

借入金元金の返済（4.7%） 
3,040万円 

建設改良費（95.3%） 
6億1,692万円 

水道料金収入（64.6%） 
1億5,739万円 

借入金利息の支払（1.9%） 
431万円 

施設の減価償却費（47.9%） 
1億580万円 

施設の維持管理費・ 
人件費など（50.2%） 
1億1,086万円 

企業債（90.3%） 
4億190万円 

■収益的収入および支出 
令和2年度は、収支差引2,260万円の純利益となりました。 

水 道事業会計 
水をお届けするための財源と費用 
収益的収支 ？ 

■資本的収入および支出 
収支差引2億247万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 水道施設を整備するための財源と費用 

資本的収支 ？ 

収入　2億4,357万円（税抜） 支出　2億2,097万円（税抜） 

収入　4億4,485万円（税込） 支出　6億4,732万円（税込） 

給水戸数（令和3年3月31日現在） 
年間総配水量 

9,017戸 
2,777,950裙 

供給単価（1裙あたりの販売価格） ※ 
給水原価（1裙あたりの造水費用） 

68.36円 
82.51円 

業
務
量 

企業債（下水道事業の借金） 　44億4,662万円（令和3年3月31日現在） 

他会計補助金（8.4%） 
4,130万円 

その他の収入（30.0%） 
1億4,768万円 

他会計補助金（26.7%） 
2億1,121万円 

国庫補助金（15.8%） 
1億2,500万円 建設改良費（49.0%） 

4億595万円 借入金元金の返済（51.0%） 
4億2,243万円 

下水道使用料収入（61.6%） 
3億325万円 

借入金利息の支払 
（12.4%） 
7,665万円 

施設の維持管理費・人件費など（7.1%） 
4,357万円 

流域下水道維持管理負担金 
（25.0%） 
1億5,357万円 

施設の減価償却費（55.5%） 
3億4,141万円 

企業債（57.5%） 
4億5,460万円 

■収益的収入および支出 
令和2年度は、収支差引1億2,297万円の純損失となりました。 

下 水道事業会計 
汚水を処理するための財源と費用 
収益的収支 ？ 

■資本的収入および支出 
収支差引3,757万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 下水道施設を整備するための財源と費用 

資本的収支 ？ 

収入　4億9,223万円（税抜） 支出　6億1,520万円（税抜） 

収入　7億9,081万円（税込） 支出　8億2,838万円（税込） 

整備済面積（令和3年3月31日現在） 
年間汚水処理水量 

519.24ha 
2,741,026裙 

普及率（行政区域内人口の中で下水道を利用できる人の割合） 
水洗化率（下水道を利用できる人口の中で実際に下水道を利用されている人の割合） 

89.6% 
85.3%

業
務
量 

第3回笠松町議会定例会議決結果（9月8日開会　9月21日閉会） 
第５４号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第４

号）の専決処分の承認 
補正額 １,０００,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０８２,２０８,０００円 
［主な補正内容］ 
・今後の台風シーズン到来に備え、河川増水対応など緊
急的対応経費を確保するため予備費を増額 

第５５号　人権擁護委員候補者の推せん 
人権擁護委員の安藤隆氏（北及）、森眞理子氏（米野）、

千村ゆかり氏（東陽町）、岩村雅人氏（門間）の任期が、
令和３年１２月３１日をもって満了することに伴い、引き続き
同氏を同委員候補者に推薦 
第５６号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに
特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の
一部改正により、事業者における書面の作成などや保護
者に対する書面の交付などについて、電磁的方法による
対応も可能であるなど、所要の規定整備 
第５７号　笠松町体育施設条例の一部を改正する条例 

緑地公園内テニスコートの利用について、現状の利用
状況に合わせた減免規定を適用させる所要の規定整備 
第５８号　町道の路線認定 
北及地内の宅地開発により設置された私有道路の町
道編入 
第５９号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第３号） 
補正額 ３２０,２４２,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,４０２,４５０,０００円 
［主な補正内容］ 
・町所有の「国登録有形文化財」である杉山邸の母屋１
階において白アリが発生したため、白アリ駆除委託料を
計上 
・門間倉庫を一時的な避難場所などとして活用するにあ
たり雨漏りの修繕などに必要な工事請負費を計上 
・笠松隕石をモチーフとした和菓子商品のPR経費を助
成するため笠松菓子組合へ補助金を計上 
・新こども館開館に伴い、遊具・机など所要の経費を増額 
・医療用補正具の助成に乳房補正具を追加することに
伴い、助成金を計上 
・ワクチン接種を実施するにあたり所要の経費を増額 
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組む町内事
業者、事業所などに対し、感染拡大の対策強化を図る
ため、感染予防対策に要する費用の一部を助成する
ため補助金を計上 
・自然災害の予防に資する対策として奈良津堤の道路
修繕をするため工事請負費を増額 
・調整池上部と周辺道路を整備するため工事請負費を
計上 
・防火水槽の補水バルブを修繕するため工事請負費を
増額 
・小中学校の理科教育などの振興に資することを目的と
して、教材器具費を増額 
・羽栗社会教育施設を売却するにあたり、売却予定価
格を算出するため土地の鑑定評価委託料を計上 

第６０号　令和３年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第２号） 

補正額 ３５,８９５,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,１５９,３８２,０００円 
［主な補正内容］ 
・第三者行為納付金が見込みより増加したことに伴い、
第三者行為求償事務委託料を増額 
・前年度繰越金を国民健康保険基金に積み立てるため
積立金を増額 

第６１号　令和３年度笠松町後期高齢者医療特別会計補
正予算（第１号） 

補正額 ７,１０４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ３２８,０９３,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免
申請に伴い、減額となる保険料還付金を増額 

第６２号　令和３年度笠松町介護保険特別会計補正予算（第
２号） 

補正額 ８２,６７０,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,９３４,７３３,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の
減免や期限後の確定申告による賦課更正により、還付
金を増額 
・前年度繰越金を介護保険基金に積み立てるため積立
金を増額 

第６３号　令和２年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定 
歳入総額 ９,９１７,４７１,２８５円 
歳出総額 ９,４１６,２８８,２３１円 
差引残額 ５０１,１８３,０５４円 
第６４号　令和２年度笠松町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定 
歳入総額 ２,１２３,４８６,５１６円 
歳出総額 ２,０８７,４８２,９５０円 
差引残額 ３６,００３,５６６円 
第６５号　令和２年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定 
歳入総額 ３２４,５２７,７９０円 
歳出総額 ３１７,８８４,４４２円 
差引残額 ６,６４３,３４８円 
第６６号　令和２年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出

決算認定 
歳入総額 １,９１７,９３４,０２１円 
歳出総額 １,８３５,６７４,７０１円 
差引残額 ８２,２５９,３２０円 
第６７号　令和２年度笠松町水道事業会計剰余金の処分

及び決算認定 
収益的収入 ２９７,６６４,５５８円 
収益的支出 ２２２,７３５,４５１円 
差　引　額 ７４,９２９,１０７円 
 
資本的収入 ４４４,８５８,８２３円 
資本的支出 ６４７,３２０,８５５円 
差　引　額 △２０２,４６２,０３２円 

→
 

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の経済的支援策による水道料金収入の減少により、供給単価が給水原価を下回っています。 
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企業債（水道事業の借金） 　9億353万円（令和3年3月31日現在） 

その他の収入（35.4%） 
8,618万円 

工事負担金（9.7%） 
4,295万円 

借入金元金の返済（4.7%） 
3,040万円 

建設改良費（95.3%） 
6億1,692万円 

水道料金収入（64.6%） 
1億5,739万円 

借入金利息の支払（1.9%） 
431万円 

施設の減価償却費（47.9%） 
1億580万円 

施設の維持管理費・ 
人件費など（50.2%） 
1億1,086万円 

企業債（90.3%） 
4億190万円 

■収益的収入および支出 
令和2年度は、収支差引2,260万円の純利益となりました。 

水 道事業会計 
水をお届けするための財源と費用 
収益的収支 ？ 

■資本的収入および支出 
収支差引2億247万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 水道施設を整備するための財源と費用 

資本的収支 ？ 

収入　2億4,357万円（税抜） 支出　2億2,097万円（税抜） 

収入　4億4,485万円（税込） 支出　6億4,732万円（税込） 

給水戸数（令和3年3月31日現在） 
年間総配水量 

9,017戸 
2,777,950裙 

供給単価（1裙あたりの販売価格） ※ 
給水原価（1裙あたりの造水費用） 

68.36円 
82.51円 

業
務
量 

企業債（下水道事業の借金） 　44億4,662万円（令和3年3月31日現在） 

他会計補助金（8.4%） 
4,130万円 

その他の収入（30.0%） 
1億4,768万円 

他会計補助金（26.7%） 
2億1,121万円 

国庫補助金（15.8%） 
1億2,500万円 建設改良費（49.0%） 

4億595万円 借入金元金の返済（51.0%） 
4億2,243万円 

下水道使用料収入（61.6%） 
3億325万円 

借入金利息の支払 
（12.4%） 
7,665万円 

施設の維持管理費・人件費など（7.1%） 
4,357万円 

流域下水道維持管理負担金 
（25.0%） 
1億5,357万円 

施設の減価償却費（55.5%） 
3億4,141万円 

企業債（57.5%） 
4億5,460万円 

■収益的収入および支出 
令和2年度は、収支差引1億2,297万円の純損失となりました。 

下 水道事業会計 
汚水を処理するための財源と費用 
収益的収支 ？ 

■資本的収入および支出 
収支差引3,757万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 下水道施設を整備するための財源と費用 

資本的収支 ？ 

収入　4億9,223万円（税抜） 支出　6億1,520万円（税抜） 

収入　7億9,081万円（税込） 支出　8億2,838万円（税込） 

整備済面積（令和3年3月31日現在） 
年間汚水処理水量 

519.24ha 
2,741,026裙 

普及率（行政区域内人口の中で下水道を利用できる人の割合） 
水洗化率（下水道を利用できる人口の中で実際に下水道を利用されている人の割合） 

89.6% 
85.3%

業
務
量 

第3回笠松町議会定例会議決結果（9月8日開会　9月21日閉会） 
第５４号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第４

号）の専決処分の承認 
補正額 １,０００,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０８２,２０８,０００円 
［主な補正内容］ 
・今後の台風シーズン到来に備え、河川増水対応など緊
急的対応経費を確保するため予備費を増額 

第５５号　人権擁護委員候補者の推せん 
人権擁護委員の安藤隆氏（北及）、森眞理子氏（米野）、

千村ゆかり氏（東陽町）、岩村雅人氏（門間）の任期が、
令和３年１２月３１日をもって満了することに伴い、引き続き
同氏を同委員候補者に推薦 
第５６号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに
特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の
一部改正により、事業者における書面の作成などや保護
者に対する書面の交付などについて、電磁的方法による
対応も可能であるなど、所要の規定整備 
第５７号　笠松町体育施設条例の一部を改正する条例 

緑地公園内テニスコートの利用について、現状の利用
状況に合わせた減免規定を適用させる所要の規定整備 
第５８号　町道の路線認定 
北及地内の宅地開発により設置された私有道路の町
道編入 
第５９号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第３号） 
補正額 ３２０,２４２,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,４０２,４５０,０００円 
［主な補正内容］ 
・町所有の「国登録有形文化財」である杉山邸の母屋１
階において白アリが発生したため、白アリ駆除委託料を
計上 
・門間倉庫を一時的な避難場所などとして活用するにあ
たり雨漏りの修繕などに必要な工事請負費を計上 
・笠松隕石をモチーフとした和菓子商品のPR経費を助
成するため笠松菓子組合へ補助金を計上 
・新こども館開館に伴い、遊具・机など所要の経費を増額 
・医療用補正具の助成に乳房補正具を追加することに
伴い、助成金を計上 
・ワクチン接種を実施するにあたり所要の経費を増額 
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組む町内事
業者、事業所などに対し、感染拡大の対策強化を図る
ため、感染予防対策に要する費用の一部を助成する
ため補助金を計上 
・自然災害の予防に資する対策として奈良津堤の道路
修繕をするため工事請負費を増額 
・調整池上部と周辺道路を整備するため工事請負費を
計上 
・防火水槽の補水バルブを修繕するため工事請負費を
増額 
・小中学校の理科教育などの振興に資することを目的と
して、教材器具費を増額 
・羽栗社会教育施設を売却するにあたり、売却予定価
格を算出するため土地の鑑定評価委託料を計上 

第６０号　令和３年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第２号） 

補正額 ３５,８９５,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,１５９,３８２,０００円 
［主な補正内容］ 
・第三者行為納付金が見込みより増加したことに伴い、
第三者行為求償事務委託料を増額 
・前年度繰越金を国民健康保険基金に積み立てるため
積立金を増額 

第６１号　令和３年度笠松町後期高齢者医療特別会計補
正予算（第１号） 

補正額 ７,１０４,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ３２８,０９３,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免
申請に伴い、減額となる保険料還付金を増額 

第６２号　令和３年度笠松町介護保険特別会計補正予算（第
２号） 

補正額 ８２,６７０,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,９３４,７３３,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の
減免や期限後の確定申告による賦課更正により、還付
金を増額 
・前年度繰越金を介護保険基金に積み立てるため積立
金を増額 

第６３号　令和２年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定 
歳入総額 ９,９１７,４７１,２８５円 
歳出総額 ９,４１６,２８８,２３１円 
差引残額 ５０１,１８３,０５４円 
第６４号　令和２年度笠松町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定 
歳入総額 ２,１２３,４８６,５１６円 
歳出総額 ２,０８７,４８２,９５０円 
差引残額 ３６,００３,５６６円 
第６５号　令和２年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定 
歳入総額 ３２４,５２７,７９０円 
歳出総額 ３１７,８８４,４４２円 
差引残額 ６,６４３,３４８円 
第６６号　令和２年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出

決算認定 
歳入総額 １,９１７,９３４,０２１円 
歳出総額 １,８３５,６７４,７０１円 
差引残額 ８２,２５９,３２０円 
第６７号　令和２年度笠松町水道事業会計剰余金の処分

及び決算認定 
収益的収入 ２９７,６６４,５５８円 
収益的支出 ２２２,７３５,４５１円 
差　引　額 ７４,９２９,１０７円 
 
資本的収入 ４４４,８５８,８２３円 
資本的支出 ６４７,３２０,８５５円 
差　引　額 △２０２,４６２,０３２円 

→
 

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の経済的支援策による水道料金収入の減少により、供給単価が給水原価を下回っています。 

令和3年11月号 
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　11月から公共施設予約システムがリニューアルし、令和4年2月以降の施設利用分からの予約手続
きが変わります。公共施設予約システムを利用するには、事前に登録が必要となりますので、あらかじ
め笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館で手続きを行ってください（テニスコートや卓球場を個人
使用される場合も同様に事前手続きが必要です）。 
※抽選申込みを利用される方は、事前に登録をお願います。 
※登録には手数料が必要となります。毎年更新：新規1,500円/年（更新の場合は1,200円/年） 
※大会・公式試合・地域活動行事は、抽選予約開始日までに、別途調整し確定します。 
※笠松中央公民館・松枝公民館・下羽栗会館も抽選申込みの対象となります。 
※登録のない方は、1か月前の初日から利用申請できます。 

登録要件 
①町内に在住、在勤または在学している者 
②6人以上の①を満たす方で構成され、その代表者を町内在住者などとする団体 
対象施設 

1.笠松中央公民館 2.松枝公民館 3.下羽栗会館 4.町民体育館 
5.南体育館 6.町民運動場 7.勤労青少年運動場 8.緑地公園内運動場 
9.米野運動場 10.江川運動場 11.運動公園内運動場 12.緑地公園内テニスコート 
13.総合会館 14.スポーツ交流館 15.学校開放施設 

対象日時　施設ごとの利用できる全ての日・時間帯（平日・夜間も含む） 
予約の流れ　≪2月に施設を利用する場合の例≫ 

※注1　抽選予約は、利用月の2か月前の月末（毎月30日、ただし12月は28日までに使用料の支払い手
続きをされなかった場合、予約自体が無効となります。 

※注2　使用料の支払いをしていなくて、予約のみの場合についてもキャンセル料がかかります。 
c笠松中央公民館　蕁388‐3231

令和3年12月　抽選日は16日 
（施設利用の2か月前） 

抽選予約 

一般予約 

未登録 

抽選申込 
1～5日文化協会、 
スポーツ協会など 
加盟登録団体 
6～15日登録団体 

16日午前10時～ 
・結果通知メール 
・使用料の支払い 
（この月の月末まで
※注1） 
12月16日正午～施設利用日の前日まで 
・「一般予約申込」登録された者、団体 

令和4年1月 
（施設利用の1か月前） 

令和4年1月4日～前日まで 

令和4年2月 
施設利用月 

・利用日の7日前までに、予約・
申請のキャンセルを行われ
ない場合、利用の有無に関
わらずキャンセル料が発生
します。（天候不順等を除く。）
※注2 
6日前～2日前：使用料の50% 
前日以降：使用料の100%

「公共施設予約システム」が変わります！ 

 　1月から12月までの1年間のすべての所得をもとに税額が決定する所得税と町県民税（個人住
民税）。例年、お問い合わせが多い配偶者控除とふるさと納税（寄附金控除）のワンストップ特例に
ついてお答えします。 

配偶者にパート収入がある場合の配偶者控除はどうなりますか？ 

配偶者控除とふるさと納税に関するQ＆A

Q

　パート収入は、通常、給与所得となります。パート年収から給与所得控除
（パート収入が161万9千円未満の人は55万円）と基礎控除（48万円）など
の所得控除を差し引いた残額に税金がかかります。 

A

ふるさと納税のワンストップ特例について教えてください。 Q

　ふるさと納税は、「納税」と名前がついていますが、実際には税ではなく都道府県や市区町
村への寄附のことをいいます。生まれ育ったふるさとや自分の意志で応援したい自治体に寄
附を行い、その寄附額から自己負担額2,000円を除いた全額（上限があります）が所得税と住
民税（ワンストップ特例申請をした場合は住民税のみ）から控除される制度です。 

　ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者などが対象で申告をしなくても控
除が受けられる仕組みです。特例申請を行うと、所得税から控除される分も含めて住民税か
ら控除されます。 
　ただし、寄附先が5自治体以内であること、確定申告（医療費控除、住宅ローン控除など）や
住民税申告をしないことが条件となります。この条件から外れた場合は特例申請は無効となり
ますのでご注意ください。無効となった場合は、改めて寄附金控除も含めて確定申告などを
行ってください。 

寄附の目安が知りたい方は・・・ 
　町ホームページ「町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」
では、システムを使ってご自分の税額やふるさと納税の寄附金額の目
安などを試算することができますので、ぜひご利用ください。 

c税務課　蕁388‐1112

A

パート収入にかかる税金と配偶者（特別）控除の関係 

【例】夫に課税される所得があり、妻の収入がパート収入のみの場合 

妻のパート年収 

93万円以下 
93万円超103万円以下 

103万円超150万円以下 

150万円超 
201万6千円以下 
201万6千円超 

パート収入に 
所得税が 

かからない 

かかる場合がある 

町県民（住民）税が 
かからない 

かかる場合がある 

配偶者控除が 

受けられる 
（38万円控除） 

受けられない 

配偶者特別控除が 

受けられない 

受けられる 
（38万円控除） 
受けられる 

（パート年収に応じて段階的に） 
受けられない 

※ただし、夫の合計所得額が900万円（給与収入で1,095万円）を超えると、控除を受けられる金額
が変わります。また、1,000万円（給与収入で1,195万円）を超えると控除は受けられません。 

妻 夫 

第６８号　令和２年度笠松町下水道事業会計決算認定 
収益的収入 ５２４,５５１,５３７円 
収益的支出 ６３２,２２６,７４５円 
差　引　額 △１０７,６７５,２０８円 
 
資本的収入 ７９０,８１３,０００円 
資本的支出 ８２８,３８４,１０９円 
差　引　額 △３７,５７１,１０９円 

（第６３号から第６８号までは、４～８ページ参照） 
 
第６９号　コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方

税財源の充実を求める意見書※ 
第７０号　こども庁の設置を求める意見書※ 
※意見書とは：国などに提出し、その実現を求めるものです。 

第７１号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第４号） 
補正額 ８,００９,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,４１０,４５９,０００円 
［主な補正内容］ 
・西宮町町内会から要望があった地区集会所の改修補
助金を計上 
・篤志者からの寄附を社会福祉基金に積み立てるため、
積立金を増額 
・介護施設における防災などを目的とした改修事業に対
し、国の補助の内示があったことにより補助金を計上 

［全て可決］ 
【報告】 
・令和２年度笠松町財政健全化判断比率の報告（７ページ参照） 
・令和２年度笠松町資金不足比率の報告（７ページ参照） 

→
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　11月から公共施設予約システムがリニューアルし、令和4年2月以降の施設利用分からの予約手続
きが変わります。公共施設予約システムを利用するには、事前に登録が必要となりますので、あらかじ
め笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館で手続きを行ってください（テニスコートや卓球場を個人
使用される場合も同様に事前手続きが必要です）。 
※抽選申込みを利用される方は、事前に登録をお願います。 
※登録には手数料が必要となります。毎年更新：新規1,500円/年（更新の場合は1,200円/年） 
※大会・公式試合・地域活動行事は、抽選予約開始日までに、別途調整し確定します。 
※笠松中央公民館・松枝公民館・下羽栗会館も抽選申込みの対象となります。 
※登録のない方は、1か月前の初日から利用申請できます。 

登録要件 
①町内に在住、在勤または在学している者 
②6人以上の①を満たす方で構成され、その代表者を町内在住者などとする団体 
対象施設 

1.笠松中央公民館 2.松枝公民館 3.下羽栗会館 4.町民体育館 
5.南体育館 6.町民運動場 7.勤労青少年運動場 8.緑地公園内運動場 
9.米野運動場 10.江川運動場 11.運動公園内運動場 12.緑地公園内テニスコート 
13.総合会館 14.スポーツ交流館 15.学校開放施設 

対象日時　施設ごとの利用できる全ての日・時間帯（平日・夜間も含む） 
予約の流れ　≪2月に施設を利用する場合の例≫ 

※注1　抽選予約は、利用月の2か月前の月末（毎月30日、ただし12月は28日までに使用料の支払い手
続きをされなかった場合、予約自体が無効となります。 

※注2　使用料の支払いをしていなくて、予約のみの場合についてもキャンセル料がかかります。 
c笠松中央公民館　蕁388‐3231

令和3年12月　抽選日は16日 
（施設利用の2か月前） 

抽選予約 

一般予約 

未登録 

抽選申込 
1～5日文化協会、 
スポーツ協会など 
加盟登録団体 
6～15日登録団体 

16日午前10時～ 
・結果通知メール 
・使用料の支払い 
（この月の月末まで
※注1） 
12月16日正午～施設利用日の前日まで 
・「一般予約申込」登録された者、団体 

令和4年1月 
（施設利用の1か月前） 

令和4年1月4日～前日まで 

令和4年2月 
施設利用月 

・利用日の7日前までに、予約・
申請のキャンセルを行われ
ない場合、利用の有無に関
わらずキャンセル料が発生
します。（天候不順等を除く。）
※注2 
6日前～2日前：使用料の50% 
前日以降：使用料の100%

「公共施設予約システム」が変わります！ 

 　1月から12月までの1年間のすべての所得をもとに税額が決定する所得税と町県民税（個人住
民税）。例年、お問い合わせが多い配偶者控除とふるさと納税（寄附金控除）のワンストップ特例に
ついてお答えします。 

配偶者にパート収入がある場合の配偶者控除はどうなりますか？ 

配偶者控除とふるさと納税に関するQ＆A

Q

　パート収入は、通常、給与所得となります。パート年収から給与所得控除
（パート収入が161万9千円未満の人は55万円）と基礎控除（48万円）など
の所得控除を差し引いた残額に税金がかかります。 

A

ふるさと納税のワンストップ特例について教えてください。 Q

　ふるさと納税は、「納税」と名前がついていますが、実際には税ではなく都道府県や市区町
村への寄附のことをいいます。生まれ育ったふるさとや自分の意志で応援したい自治体に寄
附を行い、その寄附額から自己負担額2,000円を除いた全額（上限があります）が所得税と住
民税（ワンストップ特例申請をした場合は住民税のみ）から控除される制度です。 

　ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者などが対象で申告をしなくても控
除が受けられる仕組みです。特例申請を行うと、所得税から控除される分も含めて住民税か
ら控除されます。 
　ただし、寄附先が5自治体以内であること、確定申告（医療費控除、住宅ローン控除など）や
住民税申告をしないことが条件となります。この条件から外れた場合は特例申請は無効となり
ますのでご注意ください。無効となった場合は、改めて寄附金控除も含めて確定申告などを
行ってください。 

寄附の目安が知りたい方は・・・ 
　町ホームページ「町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」
では、システムを使ってご自分の税額やふるさと納税の寄附金額の目
安などを試算することができますので、ぜひご利用ください。 

c税務課　蕁388‐1112

A

パート収入にかかる税金と配偶者（特別）控除の関係 

【例】夫に課税される所得があり、妻の収入がパート収入のみの場合 

妻のパート年収 

93万円以下 
93万円超103万円以下 

103万円超150万円以下 

150万円超 
201万6千円以下 
201万6千円超 

パート収入に 
所得税が 

かからない 

かかる場合がある 

町県民（住民）税が 
かからない 

かかる場合がある 

配偶者控除が 

受けられる 
（38万円控除） 

受けられない 

配偶者特別控除が 

受けられない 

受けられる 
（38万円控除） 
受けられる 

（パート年収に応じて段階的に） 
受けられない 

※ただし、夫の合計所得額が900万円（給与収入で1,095万円）を超えると、控除を受けられる金額
が変わります。また、1,000万円（給与収入で1,195万円）を超えると控除は受けられません。 

妻 夫 

第６８号　令和２年度笠松町下水道事業会計決算認定 
収益的収入 ５２４,５５１,５３７円 
収益的支出 ６３２,２２６,７４５円 
差　引　額 △１０７,６７５,２０８円 
 
資本的収入 ７９０,８１３,０００円 
資本的支出 ８２８,３８４,１０９円 
差　引　額 △３７,５７１,１０９円 

（第６３号から第６８号までは、４～８ページ参照） 
 
第６９号　コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方

税財源の充実を求める意見書※ 
第７０号　こども庁の設置を求める意見書※ 
※意見書とは：国などに提出し、その実現を求めるものです。 

第７１号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第４号） 
補正額 ８,００９,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,４１０,４５９,０００円 
［主な補正内容］ 
・西宮町町内会から要望があった地区集会所の改修補
助金を計上 
・篤志者からの寄附を社会福祉基金に積み立てるため、
積立金を増額 
・介護施設における防災などを目的とした改修事業に対
し、国の補助の内示があったことにより補助金を計上 

［全て可決］ 
【報告】 
・令和２年度笠松町財政健全化判断比率の報告（７ページ参照） 
・令和２年度笠松町資金不足比率の報告（７ページ参照） 

→
 

令和3年11月号 
第1134号 10 令和3年11月号 

第1134号 11
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オンライン市民講座「家庭でできる認知症対策と感染予防」 
　外出の機会減少が、認知症や前段階の軽度認知障害（MCI）につながる恐れがあると言われています。

コロナ禍における認知症予防のポイントや自宅でできる対策について、一緒に学んでみませんか？ 

12月8日（水）午後2時～3時 

岐阜市民病院認知症疾患医療センター　センター長　犬塚貴医師 

無料　　視聴方法　ZOOM 
100人（先着順） 

以下のメールアドレスに、氏名・電話番号・メールアドレス・質問事項を入力し、送信してください。

返信メールにて、参加用URLなどをお送りします。　URL：chiiki_training@shadan-gifu.or.jp 

c認知症疾患医療センター岐阜病院　蕁247‐2118

岐阜県学寮（男子寮）の入寮者 
　東京都文京区の「岐阜県学寮」に入寮しませんか？面接日時などの詳細は、岐阜県学寮ホームページ

をご確認ください。 

岐阜県に居住または岐阜県の小中高校に在籍した者で、令和4年4月に学寮から通学可能

な大学（昼間部）へ入学が決定した男子学生　※書類・面接による選考があります。 

30人程度 

応募書類を岐阜県学寮事務局へ郵送してください。 

面接日の1週間前（必着） 

c岐阜県学寮事務局（〒112‐0006　東京都文京区小日向1‐18‐11）　蕁03‐3947‐1958

専用メールアドレス蜷 

ファミリーサポート提供会員養成講座 
　地域で子育てを支える、はしま広域ファミリー・サポートセンター（通称ファミサポ）では、子育て中のパパ・

ママを地域でサポートする“提供会員”を募集しています。 

　子育て経験のある方、子育て支援に興味のある方、あなたの経験とスキルを活かして、サポート活動に

一歩踏み出してみませんか？研修の内容は子育てや、孫育てにも役立つものです。養成講座に参加し、ぜ

ひご登録ください。 

①12月2日（木）午前9時～午後4時30分　②12月7日（火）午前9時～午後4時 

③12月8日（水）午前9時～午後4時10分　④12月13日（月）午前9時～午後4時10分 

岐南町中央公民館　学習室 

無料（要申込）　　定員　15人（先着順） 
eはしま広域ファミリー・サポートセンター　蕁391‐1228　福祉子ども課　蕁388‐1116

緊急地震速報伝達訓練 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム（J‐アラート）

により皆さんにお伝えする訓練を行います。 

　災害発生時に落ち着いた行動をとるためには、日ごろから身を守る訓練をすることが大切です。各家庭

で地震の備えや身を守る行動を確認しましょう。 

c総務課　蕁388‐1111

11月は児童虐待防止月間です「189 『だれか』じゃなくて『あなた』から」 
　昨年度の県内の子ども相談センターでの虐待相談対応件数は2,268件でこの10年間で約3倍に増加し

ています。虐待は、皆さんのちょっとした「気付き」や「心配り」で防ぐことができます。 

　子どもや保護者がこんなサインを出していませんか？ 

●子どもについて 
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする 

・不自然な傷や打撲の跡がある　・衣類や体がいつも汚れている 

・落ち着きがなく乱暴　・表情が乏しい　・夜遅くまで一人で家の外にいる 

●保護者について 
・近所との交流がなく孤立している 

・小さい子どもを家に置いたまま外出している　・子育てに関して無関心 

◎子育てに悩んだり、子育てがつらくなった時など、ひとりで抱え込まずに、お電話ください。 

蕁0120‐189‐783（県中央子ども相談センター）　蕁388‐7171（子育て世代包括支援センター） 

c健康介護課　蕁388‐7171

笠松みなと公園・運動公園に 
無料公衆無線LAN（Wi‐Fi）を 
整備します 

　役場などの公共施設に加え、笠松

みなと公園・運動公園にも無料公衆無

線LAN（Wi‐Fi）を整備します。メール

アドレスを登録すれば、どなたでも無料

でご利用いただけます。 

12月1日（水） 

午前7時～午後9時 

ホームページや各施設に

掲示されるご利用案内をご確認ください。 

c企画課　蕁388‐1113

国民健康保険・後期高齢者医療保険の 
傷病手当金（適用期間の延長） 

　被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、

または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療

養のため労務に服することができなかった期間について、申

請により要件を満たす方に支給する傷病手当金の支給適用

期間を、令和3年9月30日から令和3年12月31日に延長しました。 

c住民課　蕁388‐1115

羽島郡駅伝競走大会・羽島郡健康ウォークの中止 
　今年度の羽島郡駅伝競走大会、羽島郡スポーツ・レクリ

エーション祭「羽島郡健康ウォーク」は、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため中止します。 

c羽島郡スポーツ協会事務局／羽島郡スポーツ・レクリエー

ション祭実行委員会事務局（羽島郡二町教育委員会内）　

蕁245‐1133

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

11月5日（金）　午前10時ごろ 

「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」と3回繰り返し放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから、訓練放送が一斉に流れます。 

「心配だな」 
「虐待かな」と思ったら、 
すぐにお電話ください 

（匿名可） 

 
 
 
日時 
講師 
参加料 
定員 
申込方法 

 
 
 
応募資格 
 
定員 
申込方法 
申込期限 

 
 
 
 
 
 
日時 
 
場所 
参加料 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
利用開始日 
利用時間 
利用方法 

募　　　集 お　知　ら　せ 

�����������
�� 町からのお知らせ 

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和3年11月号 
第1134号 12 令和3年11月号 

第1134号 13
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オンライン市民講座「家庭でできる認知症対策と感染予防」 
　外出の機会減少が、認知症や前段階の軽度認知障害（MCI）につながる恐れがあると言われています。

コロナ禍における認知症予防のポイントや自宅でできる対策について、一緒に学んでみませんか？ 

12月8日（水）午後2時～3時 

岐阜市民病院認知症疾患医療センター　センター長　犬塚貴医師 

無料　　視聴方法　ZOOM 
100人（先着順） 

以下のメールアドレスに、氏名・電話番号・メールアドレス・質問事項を入力し、送信してください。

返信メールにて、参加用URLなどをお送りします。　URL：chiiki_training@shadan-gifu.or.jp 

c認知症疾患医療センター岐阜病院　蕁247‐2118

岐阜県学寮（男子寮）の入寮者 
　東京都文京区の「岐阜県学寮」に入寮しませんか？面接日時などの詳細は、岐阜県学寮ホームページ

をご確認ください。 

岐阜県に居住または岐阜県の小中高校に在籍した者で、令和4年4月に学寮から通学可能

な大学（昼間部）へ入学が決定した男子学生　※書類・面接による選考があります。 

30人程度 

応募書類を岐阜県学寮事務局へ郵送してください。 

面接日の1週間前（必着） 

c岐阜県学寮事務局（〒112‐0006　東京都文京区小日向1‐18‐11）　蕁03‐3947‐1958

専用メールアドレス蜷 

ファミリーサポート提供会員養成講座 
　地域で子育てを支える、はしま広域ファミリー・サポートセンター（通称ファミサポ）では、子育て中のパパ・

ママを地域でサポートする“提供会員”を募集しています。 

　子育て経験のある方、子育て支援に興味のある方、あなたの経験とスキルを活かして、サポート活動に

一歩踏み出してみませんか？研修の内容は子育てや、孫育てにも役立つものです。養成講座に参加し、ぜ

ひご登録ください。 

①12月2日（木）午前9時～午後4時30分　②12月7日（火）午前9時～午後4時 

③12月8日（水）午前9時～午後4時10分　④12月13日（月）午前9時～午後4時10分 

岐南町中央公民館　学習室 

無料（要申込）　　定員　15人（先着順） 
eはしま広域ファミリー・サポートセンター　蕁391‐1228　福祉子ども課　蕁388‐1116

緊急地震速報伝達訓練 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム（J‐アラート）

により皆さんにお伝えする訓練を行います。 

　災害発生時に落ち着いた行動をとるためには、日ごろから身を守る訓練をすることが大切です。各家庭

で地震の備えや身を守る行動を確認しましょう。 

c総務課　蕁388‐1111

11月は児童虐待防止月間です「189 『だれか』じゃなくて『あなた』から」 
　昨年度の県内の子ども相談センターでの虐待相談対応件数は2,268件でこの10年間で約3倍に増加し

ています。虐待は、皆さんのちょっとした「気付き」や「心配り」で防ぐことができます。 

　子どもや保護者がこんなサインを出していませんか？ 

●子どもについて 
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする 

・不自然な傷や打撲の跡がある　・衣類や体がいつも汚れている 

・落ち着きがなく乱暴　・表情が乏しい　・夜遅くまで一人で家の外にいる 

●保護者について 
・近所との交流がなく孤立している 

・小さい子どもを家に置いたまま外出している　・子育てに関して無関心 

◎子育てに悩んだり、子育てがつらくなった時など、ひとりで抱え込まずに、お電話ください。 

蕁0120‐189‐783（県中央子ども相談センター）　蕁388‐7171（子育て世代包括支援センター） 

c健康介護課　蕁388‐7171

笠松みなと公園・運動公園に 
無料公衆無線LAN（Wi‐Fi）を 
整備します 

　役場などの公共施設に加え、笠松

みなと公園・運動公園にも無料公衆無

線LAN（Wi‐Fi）を整備します。メール

アドレスを登録すれば、どなたでも無料

でご利用いただけます。 

12月1日（水） 

午前7時～午後9時 

ホームページや各施設に

掲示されるご利用案内をご確認ください。 

c企画課　蕁388‐1113

国民健康保険・後期高齢者医療保険の 
傷病手当金（適用期間の延長） 

　被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、

または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療

養のため労務に服することができなかった期間について、申

請により要件を満たす方に支給する傷病手当金の支給適用

期間を、令和3年9月30日から令和3年12月31日に延長しました。 

c住民課　蕁388‐1115

羽島郡駅伝競走大会・羽島郡健康ウォークの中止 
　今年度の羽島郡駅伝競走大会、羽島郡スポーツ・レクリ

エーション祭「羽島郡健康ウォーク」は、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため中止します。 

c羽島郡スポーツ協会事務局／羽島郡スポーツ・レクリエー

ション祭実行委員会事務局（羽島郡二町教育委員会内）　

蕁245‐1133

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

11月5日（金）　午前10時ごろ 

「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」と3回繰り返し放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから、訓練放送が一斉に流れます。 

「心配だな」 
「虐待かな」と思ったら、 
すぐにお電話ください 

（匿名可） 

 
 
 
日時 
講師 
参加料 
定員 
申込方法 

 
 
 
応募資格 
 
定員 
申込方法 
申込期限 

 
 
 
 
 
 
日時 
 
場所 
参加料 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
利用開始日 
利用時間 
利用方法 

募　　　集 お　知　ら　せ 
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�� 町からのお知らせ 

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 
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かさまつ文化フェスタ2021 
　「輝」をテーマに「かさまつ文化フェスタ2021」が、笠松中央公民

館で開催されます。 

※呈茶席は、今回は中止とさせていただきます。 

c笠松町文化協会事務局（笠松中央公民館内）　蕁388‐3231

［小・中学生対象］ 
英検3級・4級の受験対策講座 受講希望者 

　2021年度第3回実用英語技能検定一次試験に向けた受験対策

講座の受講を希望する方を募集します。 

全4回の講座（各50分） 

福祉会館 

町内在住の小・中学生 

 

下記のテキスト代。受講者が各自で講座開始までに購入して

ください。 

・3級受講者　旺文社『英検3級予想問題ドリル　5訂版』 

 1,265円（税込） 

・4級受講者 旺文社『英検4級予想問題ドリル　4訂版』 

 1,155円（税込） 

久納 万里子氏 

申込書（企画課で配布、または町

ホームページからダウンロード可能）を企画課に

提出してください。 

11月25日（木） 

e企画課　蕁388‐1113

［小・中学生対象］ 
英検3級・4級の受験希望者 

　2021年度第3回実用英語技

能検定一次試験の準会場（町

の監督の下、実施する会場）受

験を希望する方を募集します。 

令和4年1月22日（土） 

　福祉会館 

町内在住の小・中学生 

・3級　4,800円 

・4級　2,900円 

※二次試験を本会場で受験す

る「現行方式」となります。 

申込書（企画課で

配布、または町ホームページか

らダウンロード可能）を企画課に

提出してください。 

申込に当たっての注意事項 
・受験希望者が10人以下の

場合、準会場として認められ

ないため、本会場（日本英語

検定協会が設定する公開会

場）での受験をお願いするこ

とになります。 

・受験料の支払方法などは、

別途ご案内します。 

11月25日（木） 

e企画課　蕁388‐1113

日程 

第1回 

第2回 

第3回 

第4回 

12月11日（土） 

12月18日（土） 

令和4年 
1月8日（土） 

令和4年 
1月15日（土） 

3級講座 

9：30～ 

4級講座 

10：30～ 

3級 

内容 

レベル 

文法・語彙・リーディング 
リスニング・英作 

中学卒業程度 

4級 

文法・語彙・リーディング 
リスニング 

中学中級程度 

ワンデーレッスン（12月） 
　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的に、ワンデーレッスン

を開催します。 

町内在住・在勤・在学の方 

1講座につき300円（別に材料費が必要です） 

11月12日（金） 

※人数不足により閉講する場合や、抽選で漏れた場合はご連絡します。 

e笠松中央公民館　蕁388‐3231　松枝公民館　蕁387‐0156　総合会館　蕁387‐8432

内容 

正月飾り 
作り 

ひも人形 

最近のインテリアにも調和す
る和の素材を集めたオリジナ
ルの正月飾りを作ります。 

身近なアクリルコードでひも
人形を作ってみませんか？ひ
も人形は、他にないオリジナル
の人形です。玄関の下駄箱の
上やテーブルなどの端で可愛
くお座りします。 

日時・会場 

12月16日（木） 
13：30～16：00 
笠松中央公民館 
1階 集会室 

12月22日（水） 
13：30～15：30 
笠松中央公民館 
2階 学習室1

持ち物・材料費など 

持ち物／汚れても良い服装 
※道具は用意します。 
材料費／500円 

持ち物／針・まち針・白糸・
ハサミ 
材料費／550円 

講師 

中里 勉氏 

杉江 春美氏 

定員 

20人 

12人 

月日 内　容 

11 
月 

27日（土） 

28日（日） 

作品展示 

本の交換会 

作品展示 

本の交換会 

ステージ発表 

時　間 

9：30～16：00 

9：30～15：30 

9：30～15：00 

13：30～15：30

場　所 

1・2階各室 

2階 

1・2階各室 

2階 

3階大ホール 

　外国人労働者の適正な雇

用の推進、不法就労を防止

するために、特別永住者など

を除く外国人の雇入れや離

職の際は、その氏名、在留資

格などをハローワークへ届け

出てください。 

c岐阜労働局職業対策課 

　蕁245‐1314

11月は 
外国人労働者問題啓発月間 

ひも人形 

 
 
 
 
日程 

場所 
対象者 
講座概要 

費用 
 
 
 
 
 
講師 
申込方法 
 
 
申込期限 

 
 
 
 
 
 
日にち 
場所 
対象者 
受験料 
 
 
 
申込方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
対象者 
受講料 
申込期限 

イ　ベ　ン　ト 

�����������
�� 町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和3年11月号 
第1134号 14 令和3年11月号 

第1134号 15
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かさまつ文化フェスタ2021 
　「輝」をテーマに「かさまつ文化フェスタ2021」が、笠松中央公民

館で開催されます。 

※呈茶席は、今回は中止とさせていただきます。 

c笠松町文化協会事務局（笠松中央公民館内）　蕁388‐3231

［小・中学生対象］ 
英検3級・4級の受験対策講座 受講希望者 

　2021年度第3回実用英語技能検定一次試験に向けた受験対策

講座の受講を希望する方を募集します。 

全4回の講座（各50分） 

福祉会館 

町内在住の小・中学生 

 

下記のテキスト代。受講者が各自で講座開始までに購入して

ください。 

・3級受講者　旺文社『英検3級予想問題ドリル　5訂版』 

 1,265円（税込） 

・4級受講者 旺文社『英検4級予想問題ドリル　4訂版』 

 1,155円（税込） 

久納 万里子氏 

申込書（企画課で配布、または町

ホームページからダウンロード可能）を企画課に

提出してください。 

11月25日（木） 

e企画課　蕁388‐1113

［小・中学生対象］ 
英検3級・4級の受験希望者 

　2021年度第3回実用英語技

能検定一次試験の準会場（町

の監督の下、実施する会場）受

験を希望する方を募集します。 

令和4年1月22日（土） 

　福祉会館 

町内在住の小・中学生 

・3級　4,800円 

・4級　2,900円 

※二次試験を本会場で受験す

る「現行方式」となります。 

申込書（企画課で

配布、または町ホームページか

らダウンロード可能）を企画課に

提出してください。 

申込に当たっての注意事項 
・受験希望者が10人以下の

場合、準会場として認められ

ないため、本会場（日本英語

検定協会が設定する公開会

場）での受験をお願いするこ

とになります。 

・受験料の支払方法などは、

別途ご案内します。 

11月25日（木） 

e企画課　蕁388‐1113

日程 

第1回 

第2回 

第3回 

第4回 

12月11日（土） 

12月18日（土） 

令和4年 
1月8日（土） 

令和4年 
1月15日（土） 

3級講座 

9：30～ 

4級講座 

10：30～ 

3級 

内容 

レベル 

文法・語彙・リーディング 
リスニング・英作 

中学卒業程度 

4級 

文法・語彙・リーディング 
リスニング 

中学中級程度 

ワンデーレッスン（12月） 
　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的に、ワンデーレッスン

を開催します。 

町内在住・在勤・在学の方 

1講座につき300円（別に材料費が必要です） 

11月12日（金） 

※人数不足により閉講する場合や、抽選で漏れた場合はご連絡します。 

e笠松中央公民館　蕁388‐3231　松枝公民館　蕁387‐0156　総合会館　蕁387‐8432

内容 

正月飾り 
作り 

ひも人形 

最近のインテリアにも調和す
る和の素材を集めたオリジナ
ルの正月飾りを作ります。 

身近なアクリルコードでひも
人形を作ってみませんか？ひ
も人形は、他にないオリジナル
の人形です。玄関の下駄箱の
上やテーブルなどの端で可愛
くお座りします。 

日時・会場 

12月16日（木） 
13：30～16：00 
笠松中央公民館 
1階 集会室 

12月22日（水） 
13：30～15：30 
笠松中央公民館 
2階 学習室1

持ち物・材料費など 

持ち物／汚れても良い服装 
※道具は用意します。 
材料費／500円 

持ち物／針・まち針・白糸・
ハサミ 
材料費／550円 

講師 

中里 勉氏 

杉江 春美氏 

定員 

20人 

12人 

月日 内　容 

11 
月 

27日（土） 

28日（日） 

作品展示 

本の交換会 

作品展示 

本の交換会 

ステージ発表 

時　間 

9：30～16：00 

9：30～15：30 

9：30～15：00 

13：30～15：30

場　所 

1・2階各室 

2階 

1・2階各室 

2階 

3階大ホール 

　外国人労働者の適正な雇

用の推進、不法就労を防止

するために、特別永住者など

を除く外国人の雇入れや離

職の際は、その氏名、在留資

格などをハローワークへ届け

出てください。 

c岐阜労働局職業対策課 

　蕁245‐1314

11月は 
外国人労働者問題啓発月間 

ひも人形 

 
 
 
 
日程 

場所 
対象者 
講座概要 

費用 
 
 
 
 
 
講師 
申込方法 
 
 
申込期限 

 
 
 
 
 
 
日にち 
場所 
対象者 
受験料 
 
 
 
申込方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
対象者 
受講料 
申込期限 

イ　ベ　ン　ト 

�����������
�� 町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和3年11月号 
第1134号 14 令和3年11月号 

第1134号 15
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重症心身障がい・医療的 
ケア児の相談 

　重症心身障がいをお持ちの方や

医療的ケア児が地域で安心して生

活できるよう、専門知識を持つ相談

員（看護師）が、必要な関係機関と

の連携を図りつつ、相談をお受けし

ます。 

重症心身障がい在宅支援

センターみらい（医療的ケア児支援

センター） 

OKBふれあい会館 5階 看護協会内 

月曜日～金曜日 

午前9時～午後5時 

無料 

d重症心身障がい在宅支援セ

ンターみらい　蕁275‐3234

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間における 
電話相談所 

　夫・パートナーからの暴力や職場などにおけるセクシュアル・

ハラスメント、ストーカー行為など、女性をめぐる人権相談に人権

擁護委員が中心となって電話で相談に応じます。 

　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽にご相談くだ

さい。 

11月12日（金）～18日（木） 

平日 午前8時30分～午後7時 

土・日 午前10時～午後5時 

人権擁護委員・法務局職員 

※強化週間以外の日は、平日の午前8時30分～午後5時15分ま

で相談に応じています。 

　また、パソコン・携帯電話・スマートフォンからも人権相談を受

け付けています。 

URL：http://www.jinken.go.jp/ 

D蕁0570‐070‐810 

企画展「笠松競馬～オグリキャップの 
ふるさとを訪ねて～」 

　笠松競馬場の変遷や名馬たちの歴史、競馬場の仕事

などを、多数の写真や記念品の展示を通して紹介します。 

11月6日（土）～12月12日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

無料 

月曜日 

（祝日の場合は 

その翌日） 

c歴史未来館　蕁388‐0161

空き家無料相談会 
　空き家の利活用などについて、専

門家による無料相談会を開催します。 

　空き家の売買や管理にお困りの

方は、事前に予約しご利用ください。 

11月13日（土） 10時～正午 

福祉会館 

c環境経済課　蕁388‐1114

岐阜県警察　犯罪被害者相談室 
　犯罪被害にあわれた方に寄り添い、突然襲ってきた悲しみな

ど誰にも話せない相談に応じています。一人で悩まずご相談く

ださい。 

相談時間　平日の午前8時30分～午後5時15分 
D固定電話から　蕁0120‐870‐783 

携帯電話から　蕁058‐277‐3783

楽しいこども館行事（12月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に12月の行事を開催します。 

　事前申込みが必要な行事もあります。 

　皆さんの参加をお待ちしています。 

申込期間　11月2日（火）～（定員に達し次第、受付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

対象 日にち 

小学生 

乳幼児 
親子 

4日（土） 

18日（土） 

2日（木） 
3日（金） 

8日（水） 

14日（火） 
15日（水） 

24日（金） 

時　間 

10：00 
～10：30

内　容 

フラフープ 

ボラクラブ 

ピヨピヨひろば 

子育てサロン 

手づくりパーク 

Babyひろば 

定員 

－ 

－ 

各10組 

15組 

各10組 

10組 

　いつまでもおいしく楽しく食事を取る

ためには、毎日の歯磨き、定期的な歯科

健診を受けることが大切です。 

　また、口腔機能を保つことは介護予

防や認知症予防にも効果があります。 

　「いい歯の日」をきっかけに歯と口の

健康づくりを考えてみましょう。 

　町では後期高齢者医療保険加入者

の方を対象とした「はしま・さわやか口腔

健診」を実施しています。実施期間は

12月31日までです。対象の方はぜひ受

診しましょう。詳しくは6月下旬にお送りし

た受診券をご覧ください。 

11月8日はいい歯の日 

8日（月）.10日（水）.11日（木）.12日（金） 
23日（祝火）.24日（水）.25日（木）.26日（金） 
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください 

1111日（木）（木）、2424日（水）（水）はチャンネルCCNCCNにて笠松笠松けいば全いば全レースを放送放送!11日（木）、24日（水）はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

11日（木） 第49回ジュニアクラウン（P） 
24日（水） 第17回笠松グランプリ（SPⅠ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

11月の開催日程 

�������������	�
��	���������
�

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

　犯罪は、何の前触れもなくある日突然襲ってきます。 

　被害者にとって「自分の気持ちを分かってくれる人が近く

にいる」ことが支えとなり、「身近な人の優しさや温かい心配り」

が何よりも心の支えとなります。 

　被害者の声に耳を傾け、「私たちにできること」や「命の大

切さ」について考えることから始めませんか？ 

11月25日～12月1日　犯罪被害者週間 

 
 
 
 
 
 
 
 
相談先 
 
 
 
時間 
 
相談料 

 
 
 
 
 
 
 
日時 
 
 
相談員 

 
 
 
 
展示期間 
時間 
場所 
入館料 
休館日 

 
 
 
 
 
日時 
場所 

相　　　談 
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�� 町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和3年11月号 
第1134号 16 令和3年11月号 
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重症心身障がい・医療的 
ケア児の相談 

　重症心身障がいをお持ちの方や

医療的ケア児が地域で安心して生

活できるよう、専門知識を持つ相談

員（看護師）が、必要な関係機関と

の連携を図りつつ、相談をお受けし

ます。 

重症心身障がい在宅支援

センターみらい（医療的ケア児支援

センター） 

OKBふれあい会館 5階 看護協会内 

月曜日～金曜日 

午前9時～午後5時 

無料 

d重症心身障がい在宅支援セ

ンターみらい　蕁275‐3234

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間における 
電話相談所 

　夫・パートナーからの暴力や職場などにおけるセクシュアル・

ハラスメント、ストーカー行為など、女性をめぐる人権相談に人権

擁護委員が中心となって電話で相談に応じます。 

　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽にご相談くだ

さい。 

11月12日（金）～18日（木） 

平日 午前8時30分～午後7時 

土・日 午前10時～午後5時 

人権擁護委員・法務局職員 

※強化週間以外の日は、平日の午前8時30分～午後5時15分ま

で相談に応じています。 

　また、パソコン・携帯電話・スマートフォンからも人権相談を受

け付けています。 

URL：http://www.jinken.go.jp/ 

D蕁0570‐070‐810 

企画展「笠松競馬～オグリキャップの 
ふるさとを訪ねて～」 

　笠松競馬場の変遷や名馬たちの歴史、競馬場の仕事

などを、多数の写真や記念品の展示を通して紹介します。 

11月6日（土）～12月12日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

無料 

月曜日 

（祝日の場合は 

その翌日） 

c歴史未来館　蕁388‐0161

空き家無料相談会 
　空き家の利活用などについて、専

門家による無料相談会を開催します。 

　空き家の売買や管理にお困りの

方は、事前に予約しご利用ください。 

11月13日（土） 10時～正午 

福祉会館 

c環境経済課　蕁388‐1114

岐阜県警察　犯罪被害者相談室 
　犯罪被害にあわれた方に寄り添い、突然襲ってきた悲しみな

ど誰にも話せない相談に応じています。一人で悩まずご相談く

ださい。 

相談時間　平日の午前8時30分～午後5時15分 
D固定電話から　蕁0120‐870‐783 

携帯電話から　蕁058‐277‐3783

楽しいこども館行事（12月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に12月の行事を開催します。 

　事前申込みが必要な行事もあります。 

　皆さんの参加をお待ちしています。 

申込期間　11月2日（火）～（定員に達し次第、受付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

対象 日にち 

小学生 

乳幼児 
親子 

4日（土） 

18日（土） 

2日（木） 
3日（金） 

8日（水） 

14日（火） 
15日（水） 

24日（金） 

時　間 

10：00 
～10：30

内　容 

フラフープ 

ボラクラブ 

ピヨピヨひろば 

子育てサロン 

手づくりパーク 

Babyひろば 

定員 

－ 

－ 

各10組 

15組 

各10組 

10組 

　いつまでもおいしく楽しく食事を取る

ためには、毎日の歯磨き、定期的な歯科

健診を受けることが大切です。 

　また、口腔機能を保つことは介護予

防や認知症予防にも効果があります。 

　「いい歯の日」をきっかけに歯と口の

健康づくりを考えてみましょう。 

　町では後期高齢者医療保険加入者

の方を対象とした「はしま・さわやか口腔

健診」を実施しています。実施期間は

12月31日までです。対象の方はぜひ受

診しましょう。詳しくは6月下旬にお送りし

た受診券をご覧ください。 

11月8日はいい歯の日 

8日（月）.10日（水）.11日（木）.12日（金） 
23日（祝火）.24日（水）.25日（木）.26日（金） 
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください 

1111日（木）（木）、2424日（水）（水）はチャンネルCCNCCNにて笠松笠松けいば全いば全レースを放送放送!11日（木）、24日（水）はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

11日（木） 第49回ジュニアクラウン（P） 
24日（水） 第17回笠松グランプリ（SPⅠ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

11月の開催日程 

�������������	�
��	���������
�

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

　犯罪は、何の前触れもなくある日突然襲ってきます。 

　被害者にとって「自分の気持ちを分かってくれる人が近く

にいる」ことが支えとなり、「身近な人の優しさや温かい心配り」

が何よりも心の支えとなります。 

　被害者の声に耳を傾け、「私たちにできること」や「命の大

切さ」について考えることから始めませんか？ 

11月25日～12月1日　犯罪被害者週間 
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場所 
入館料 
休館日 

 
 
 
 
 
日時 
場所 

相　　　談 
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�� 町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和3年11月号 
第1134号 16 令和3年11月号 

第1134号 17
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　 役 場  
 
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環境経済課  
住 民 課  
健康介護課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
水道料金事務センター 
教育文化課  
会 計 課  
議会事務局  

 
笠松中央公民館 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐1175 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も
可能ですのでご相談ください。 
□問企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

こころの健康相談 
　岐阜保健所では、精神科の専門医による相談を開催しています。

相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。 

　ご本人に限らずご家族からの相談もお受けします。また、相談者の

プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。 

11月8日（月）午後2時～3時（1人30分） 

福祉健康センター 

原則、精神科の主治医のいない方やその家族 

無料 

電話で事前に予約してください（完全予約制）。 

r岐阜保健所　健康増進課保健予防係　蕁380‐3004

明治安田生命保険相互会社　 
岐阜支社（岐阜市） 
地元の元気応援寄附として　現金　616,500円 

藤田力さん（東陽町） 
・書「寿」　北村西望　作 

・こきりこささら　1本 

 

　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

健康電話相談 
　岐阜県保険医協会が、電話での医療相談を行います。会員の医

師が相談に応じますので、健康に関する日頃気になるちょっとした疑

問や悩みごとがありましたら、お気軽にお電話ください。 

11月7日（日）午前10時～午後3時　　相談料　無料 
※今回は、歯科相談は実施しません。 

d岐阜県保険医協会　蕁267‐0711

墓地の適正な管理を 
　町営墓地において、ごみが散乱したり、雑草が繁茂している区画が見受けられます。使用区画内の掃

除や除草は、各使用者で行い、お花やお供え物は、必ず持ち帰りましょう。 

　また、使用権を継承するときや、墓じまいをしたときは、速やかに届出をしてください。 

c環境経済課　蕁388‐1114

令和3年10月1日現在（前月比） 
人口 
男 
女 

世帯数 

22,017 
10,625 
11,392 
9,181

人 
人 
人 
世帯 

（減 
（減 
（減 
（増 

10） 
5） 
5） 
10） 

　11月21日（日）は、家庭の日です。心豊かな明るい家庭づくりをし
ましょう。 
【今月のテーマ】 
家族みんなで、働くことの大切さについて語り合いましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

　国税庁（税務署）では、国民の皆様に、租税の意義
や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていた
だくために、国税庁ホームページなどで様 な々情報を
提供しています。ぜひご覧ください。 
c岐阜南税務署　蕁271‐7111

11月11日～17日　税を考える週間 

危険ドラック「ダメ・ゼッタイ」 

10月1日～11月30日　麻薬・覚醒剤乱用防止運動 

出し方 
・できる限り乾燥させてください。 
・回収時、梱包に使用した紐・袋・ダンボール
箱などはお持ち帰りいただきます。 
・フレコンバックは繰り返し使え、回収が短時
間で行えるため、おすすめです。 

　  回収できない緑ごみ 
・土や実、花のついたもの（土がついた落ち葉・根付きの草）・わら・毒性のもの 
・トゲがあるもの（バラ・サボテンなど） 

　回収できないごみが混ざっていると、分別に時間がかかるため、混ぜないでください。 
　回収できない緑ごみは、土をはらって「可燃ごみ（長さ30cm、直径3cm以内）」または「粗
大ごみ」で出してください。 

c環境経済課　蕁388‐1114

緑ごみとは 
せん定した木の枝や葉・竹・刈草 
回収できる緑ごみの大きさ 
長さ1m以内、直径20cm以内 

回収場所・日時 

※回収時間以外の持ち込み
はできません。 
　混雑状況により、お待ちいた
だくことがあります。回収開始
後30分間は混む傾向があります。 

回収場所 回収日 
松枝公民館 
総合会館 
笠松町 

自己搬入施設 
（緑町78番地） 

毎月 
第2・4土曜日 

回収時間 
8：30～9：30 
10：30～11：30 

13：30～14：30

!

 
 
 
 
 
日時 
場所 
対象 
相談料 
予約方法 

 
 
 
 
日時 

お　願　い 

寄　　　附 寄　　　贈 

緑ごみを公共施設で 
回収しています 

ごみを 
減らしましょう 

�����������
�� 町からのお知らせ 

������
コラム 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

令和3年11月号 
第1134号 18 令和3年11月号 
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町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

チャンネルCCN 

11月の番組案内 
地デジ 
11ch

笠松中央公民館 13日（土）　10：30～ 
■今月のおはなしかい 

編集後記 

　笠松町内を走る青パトを見かけたことはありますか？
役場職員や地域安全指導員さんなどが、かさまるのイラ
スト入りの車で、青色のランプを点灯させながら町内を
見回り巡回しているんです。 
　青パトを運転していると、ランドセルを背負った子ども
たちが笑顔で手を振ってくれたり、街頭に立つ地域の
見守りボランティアの方やすれ違うパトカーの警察の方
がスッと会釈をしてくれます。笠松のまちがたくさんの目
で見守られているんだなと感じる瞬間です。 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

図書室サービスを順次再開しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

ご利用いただける主なサービス 

笠松中央公民館 
26日（金） 
松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内でお願いします。混
雑状況に応じて入室制限する場合があります。最新の
情報は、QRコードから町ホームページをご確認ください。 

納税納付／納期限11月30日（火） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 
町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
介護保険料 ／ 後期高齢者医療保険料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 
※水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円
以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
水道料金・下水道使用料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

5期分 
5期分 
6期分 
4期分 
11月分 
11月分 
7期分 

（11月分） 

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・  
・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11月のカレンダー 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■二次的病院（救急・入院を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、11月11日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、前もって役場にご確認ください。 
※受診前に必ず医療機関に電話で相談してください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
日 医療機関 

3 

7 

14 

21 

23 

28

松波総合病院 

安藤内科おなかクリニック 

伊藤内科 

岡山クリニック 

吉田胃腸科 

渡辺小児科 

所　在 

笠松町田代 

岐南町上印食 

笠松町上本町 

岐南町徳田 

笠松町門前町 

岐南町八剣 

電　話 

388‐0111 

245‐3300 

387‐2257 

268‐0307 

387‐2217 

246‐8882

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

高瀬歯科医院 

西垣歯科クリニック 

はる歯科クリニック 

森デンタルクリニック 

岐南歯科クリニック 

小島歯科医院 

所　在 

岐南町上印食 

笠松町北及 

岐南町みやまち 

笠松町田代 

岐南町八剣北 

笠松町奈良町 

電　話 

240‐5050 

387‐5900 

273‐2300 

387‐9981 

248‐1116 

387‐2848

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ 
・ミニ 

プレパマクラブ 
グループワーク 

17日（水） 

11日（木） 

25日（木） 

29日（月） 

19日（金） 

24日（水） 

2日（火） 
22日（月） 

2日（火） 

22日（月） 
18日（木） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋くらぶ 
※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

4日（木） 

17日（水） 

10日（水） 

24日（水） 

4日（木） 

18日（木） 

5日（金） 

17日（水） 

10日（水） 

24日（水） 

5日（金） 

19日（金） 

25日（木） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

コミュニティ 
消防センター 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

各種相談窓口 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

10日（水） 
17日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
1日（月） 
15日（月） 

9：00～15：00 役場 
環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、11
月11日（木）までにお電話でお申
込みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　　　（円城寺）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　安藤 隆　　（北　及） 
纐纈 英子　　　（田　代）　岩村 雅人　（門　間） 
森 眞理子　　　（米　野） 

人権よろず相談 

12日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

健康相談 

2日（火） 
12日（金） 
16日（火） 
22日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

2日（火） 
12日（金） 
16日（火） 
22日（月） 

9：30～11：00 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

18日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

福祉会館 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235 
石黒 百合子 （瓢　町） 蕁388‐0428

行政相談 
12日（金） 13：30～15：30

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

ちょ きん 

岐阜県のプロバスケットボールチーム 
「岐阜スゥープス」の 
11月のホーム戦を生放送します！ 

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。 

生中継　岐阜スゥープスホーム戦 
地元のプロバスケチームを応援しよう！ 

第6節　VS岩手ビッグブルズ 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
11月13日（土）17：45～ 
11月14日（日）13：45～ 

第8節　VS山口ペイトリオッツ 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
11月27日（土）17：45～ 
11月28日（日）13：45～ 

令和3年11月号 
第1134号 20 令和3年11月号 

第1134号 21

� � � �



町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

チャンネルCCN 

11月の番組案内 
地デジ 
11ch

笠松中央公民館 13日（土）　10：30～ 
■今月のおはなしかい 

編集後記 

　笠松町内を走る青パトを見かけたことはありますか？
役場職員や地域安全指導員さんなどが、かさまるのイラ
スト入りの車で、青色のランプを点灯させながら町内を
見回り巡回しているんです。 
　青パトを運転していると、ランドセルを背負った子ども
たちが笑顔で手を振ってくれたり、街頭に立つ地域の
見守りボランティアの方やすれ違うパトカーの警察の方
がスッと会釈をしてくれます。笠松のまちがたくさんの目
で見守られているんだなと感じる瞬間です。 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

図書室サービスを順次再開しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

ご利用いただける主なサービス 

笠松中央公民館 
26日（金） 
松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内でお願いします。混
雑状況に応じて入室制限する場合があります。最新の
情報は、QRコードから町ホームページをご確認ください。 

納税納付／納期限11月30日（火） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 
町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
介護保険料 ／ 後期高齢者医療保険料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 
※水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円
以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
水道料金・下水道使用料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

5期分 
5期分 
6期分 
4期分 
11月分 
11月分 
7期分 

（11月分） 

・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・  
・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11月のカレンダー 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■二次的病院（救急・入院を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、11月11日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、前もって役場にご確認ください。 
※受診前に必ず医療機関に電話で相談してください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
日 医療機関 

3 

7 

14 

21 

23 

28

松波総合病院 

安藤内科おなかクリニック 

伊藤内科 

岡山クリニック 

吉田胃腸科 

渡辺小児科 

所　在 

笠松町田代 

岐南町上印食 

笠松町上本町 

岐南町徳田 

笠松町門前町 

岐南町八剣 

電　話 

388‐0111 

245‐3300 

387‐2257 

268‐0307 

387‐2217 

246‐8882

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

高瀬歯科医院 

西垣歯科クリニック 

はる歯科クリニック 

森デンタルクリニック 

岐南歯科クリニック 

小島歯科医院 

所　在 

岐南町上印食 

笠松町北及 

岐南町みやまち 

笠松町田代 

岐南町八剣北 

笠松町奈良町 

電　話 

240‐5050 

387‐5900 

273‐2300 

387‐9981 

248‐1116 

387‐2848

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ 
・ミニ 

プレパマクラブ 
グループワーク 

17日（水） 

11日（木） 

25日（木） 

29日（月） 

19日（金） 

24日（水） 

2日（火） 
22日（月） 

2日（火） 

22日（月） 
18日（木） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋くらぶ 
※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

4日（木） 

17日（水） 

10日（水） 

24日（水） 

4日（木） 

18日（木） 

5日（金） 

17日（水） 

10日（水） 

24日（水） 

5日（金） 

19日（金） 

25日（木） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

コミュニティ 
消防センター 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

各種相談窓口 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

10日（水） 
17日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
1日（月） 
15日（月） 

9：00～15：00 役場 
環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、11
月11日（木）までにお電話でお申
込みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　　　（円城寺）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　安藤 隆　　（北　及） 
纐纈 英子　　　（田　代）　岩村 雅人　（門　間） 
森 眞理子　　　（米　野） 

人権よろず相談 

12日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

健康相談 

2日（火） 
12日（金） 
16日（火） 
22日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

2日（火） 
12日（金） 
16日（火） 
22日（月） 

9：30～11：00 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

18日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

福祉会館 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235 
石黒 百合子 （瓢　町） 蕁388‐0428

行政相談 
12日（金） 13：30～15：30

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

ちょ きん 

岐阜県のプロバスケットボールチーム 
「岐阜スゥープス」の 
11月のホーム戦を生放送します！ 

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。 

生中継　岐阜スゥープスホーム戦 
地元のプロバスケチームを応援しよう！ 

第6節　VS岩手ビッグブルズ 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
11月13日（土）17：45～ 
11月14日（日）13：45～ 

第8節　VS山口ペイトリオッツ 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
11月27日（土）17：45～ 
11月28日（日）13：45～ 
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国民年金 国民年金保険料は納付期限までに納めましょう 

119番の日 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　令和3年4月から令和4年3月までの国民年金保険料（以下、「保険料」）は、月額16,610円
です。保険料は、日本年金機構から送付される納付書のほか、クレジットカードや口座振替な
どで納めることができます。 
 
●口座振替がお得で便利です 
　口座振替には①2年前納（4月～翌々年3月分）②1年前納（4月～翌年3月分）③6か月前
納（4月～9月分、10月～翌年3月分）④当月末振替（早割）⑤翌月末振替があり、まとめて前
払い（前納）すると割引が適用されます。 
　手続きは、年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参し、ご希望の金融機関、または岐阜南
年金事務所へお申出ください。（役場では受付ができませんのでご注意ください） 
 
・指定された期限までに保険料の納付がない場合は、
延滞金が課せられたり、財産の差し押さえとなること
があります。 
・経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は
保険料免除・納付猶予の制度がありますので、役場
住民課または岐阜南年金事務所へご相談ください。 

 
c住民課　蕁388‐1115 
　岐阜南年金事務所　蕁273‐6161

　皆さんは、11月9日は何の日か知っています
か？11月9日は消防全般に対する正しい理解
と認識を深め、防災意識の向上を図ることを
目的に消防庁が制定した「119番の日」です。
火災、救急活動などは1分1秒を争う時間と
の勝負。もし、通報者が慌ててしまい場所な
どを正しく伝えなければ、災害現場への到着
が遅れてしまい、被害が拡大し助かる命が
助からなくなる場合もあります。冷静に落ち着
いて119番通報をするために今一度正しい
119番通報の確認をしましょう。 
 
119番通報の掛け方 

119番消防です。火事ですか？救
急ですか？ 
火事です。（救急です。） 
場所を教えてください。 
○○町○○丁目○○番地です。
西側に○○小学校があります。 
（何か分かりやすい建物を言ってく
ださい。） 

火災の場合 
何が燃えていますか？ 
○○が燃えています。 
（例）自宅1階のコンロが燃えています。 
逃げ遅れやけが人はいますか？ 
○人います。（性別、年齢を分かる
限り教えてください。） 

救急の場合 
どうされましたか？ 
状況、症状、負傷部位、意識、呼吸
の有無などわかる限り教えてください。 
あなたのお名前、電話番号を教え
てください。 
○○です。 
分かりました。
すぐに向か
います。 

　落ち着いて通報でき
るよう、日頃から練習を
して正しい通報を身に
つけましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
消防署 
 
通報者 
消防署 
通報者 
 
 
 

 
消防署 
通報者 
 
消防署 
通報者 
 
 
消防署 
通報者 
 
消防署 
 
通報者 
消防署 
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国民年金 国民年金保険料は納付期限までに納めましょう 

119番の日 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　令和3年4月から令和4年3月までの国民年金保険料（以下、「保険料」）は、月額16,610円
です。保険料は、日本年金機構から送付される納付書のほか、クレジットカードや口座振替な
どで納めることができます。 
 
●口座振替がお得で便利です 
　口座振替には①2年前納（4月～翌々年3月分）②1年前納（4月～翌年3月分）③6か月前
納（4月～9月分、10月～翌年3月分）④当月末振替（早割）⑤翌月末振替があり、まとめて前
払い（前納）すると割引が適用されます。 
　手続きは、年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参し、ご希望の金融機関、または岐阜南
年金事務所へお申出ください。（役場では受付ができませんのでご注意ください） 
 
・指定された期限までに保険料の納付がない場合は、
延滞金が課せられたり、財産の差し押さえとなること
があります。 
・経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は
保険料免除・納付猶予の制度がありますので、役場
住民課または岐阜南年金事務所へご相談ください。 
 
c住民課　蕁388‐1115 
　岐阜南年金事務所　蕁273‐6161

　皆さんは、11月9日は何の日か知っています
か？11月9日は消防全般に対する正しい理解
と認識を深め、防災意識の向上を図ることを
目的に消防庁が制定した「119番の日」です。
火災、救急活動などは1分1秒を争う時間と
の勝負。もし、通報者が慌ててしまい場所な
どを正しく伝えなければ、災害現場への到着
が遅れてしまい、被害が拡大し助かる命が
助からなくなる場合もあります。冷静に落ち着
いて119番通報をするために今一度正しい
119番通報の確認をしましょう。 
 
119番通報の掛け方 

119番消防です。火事ですか？救
急ですか？ 
火事です。（救急です。） 
場所を教えてください。 
○○町○○丁目○○番地です。
西側に○○小学校があります。 
（何か分かりやすい建物を言ってく
ださい。） 

火災の場合 
何が燃えていますか？ 
○○が燃えています。 
（例）自宅1階のコンロが燃えています。 
逃げ遅れやけが人はいますか？ 
○人います。（性別、年齢を分かる
限り教えてください。） 

救急の場合 
どうされましたか？ 
状況、症状、負傷部位、意識、呼吸
の有無などわかる限り教えてください。 
あなたのお名前、電話番号を教え
てください。 
○○です。 
分かりました。
すぐに向か
います。 

　落ち着いて通報でき
るよう、日頃から練習を
して正しい通報を身に
つけましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
消防署 
 
通報者 
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通報者 
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笠松町の新名物　笠松隕石最中誕生 

Town Topics  まちの話題 

令和2年度の決算状況をお知らせします 

Information Box 町からのお知らせ 

　10月から販売を開始した「笠松隕石最中」を作る笠松
菓子組合の皆さん。最中に詰めているあんこは、共通の
レシピを元に組合の各店舗で作られています。 
　販売開始前のこの日は本町通りの伊住屋本店に集まり、
新聞の取材やお菓子の宣伝会議がにぎやかに行われて
いました。（関連記事2ページ） 

表紙　COVER STORY目次　CONTENTS

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 
□問企画課　蕁388‐1113

今月の笠松っ子です。すくすく大きくな～れ！ 

ん ち こ に は 

応募対象　令和3年1月生まれの赤ちゃん　　応募期限　11月30日（火） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください 

お誕生日おめでとう螢 
笑顔いっぱいの伊吹が大好きだよ！ 
お兄ちゃんとたくさん遊んで、元気に
大きくなってね。 

令和2年11月12日生 
木村之信・奈美さんの子 

木村 伊吹 
き むら い ぶき 

（円城寺） 
くん 

お　断　り 

　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、本紙掲載の
行事や事業を中止する可能
性があります。町ホームペー
ジにて最新の情報を掲載し
ていますので、お出かけの際
は事前にご確認ください。 

ホームページアドレス ����������������	
�
�
����������
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岐阜スゥープス応援！ 
B3リーグ特別観戦 

ご招待 

直近の試合日程 
11月27日（土）／28日（日） 
vs山口ペイトリオッツ 

（OKBぎふ清流アリーナ） 
12月4日（土）／5日（日） 
vsベルテックス静岡 

（OKBぎふ清流アリーナ） 

2021-22シーズン中に 
ホームゲームの試合で利用 
できるチケット（2階自由席）を 
抽選でペア2組にプレゼント！ 

申込期限：11月15日（月） 
▼応募はこちらから 

コロナに負けるな！ 

3小学校で運動会が開催されました!3小学校で運動会が開催されました!
　10月1日、町内3小学校で運動会が開催され、はじ
ける笑顔の子どもたちの姿が見られました。 
　松枝小学校では「学年ごとに時間を区切り順番
に運動場に出て競技を行う」「競技する時以外はマ
スクを着用する」「保護者の観覧はオンライン参観の
みとする」など学校・児童・保護者が一丸となってコ
ロナ対策を行い、無事に開催すること 
ができました。 

校舎の窓に掲げられた「最後まで全力！心を一つ
にもえあがれ　まつっ子！」のスローガンのもと、
元気に演技を行う松枝小学校の子どもたち 

Hello!

誕生!誕生!
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